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特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）

評価書番号  評価書名

8 国民健康保険に関する事務　重点項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

平塚市は、国民健康保険に関する事務における特定個人情報ファイルの取
扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もっ
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを、宣言す
る。

特記事項 －



項目一覧

Ⅴ　評価実施手続

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）　変更箇所

Ⅳ　開示請求、問合せ

Ⅰ　基本情報

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　リスク対策



（評価対象事務全体の概要）
　地方税法、国民健康保険法及びこれらの法律に基づく条例による事務のうち、国民健康保険に関する
事務であって主務省令で定めるもの。
①．納税者からの申告・届出や調査による課税事務
②．納税者からの納税の管理、納税者への還付を行う収納事務
③．期限内に納税がない者への督促状発送等の滞納整理事務
④．国民健康保険による保険給付の支給に関する事務

　（特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の具体的な内容）
　地方税法、国民健康保険法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律（以下「番号法」という。）の規程に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。
①住民及び他市町村から所得情報を取得する（対象者が市内在住者の場合は宛名システム、市外在住
者の場合は中間サーバーを経由して取得）
②賦課情報を作成する
③納税通知書を作成する（年度当初の納税通知書のみ外部業者へ委託、以後、例月で作成する納税通
知書は庁内にて作成）
④納税通知書を納税義務者（世帯主）へ送付する
⑤納税者の納付情報を金融機関等から取得する
⑥過納付や誤納付があった場合は、還付・充当の通知を納税義務者へ行う
⑦納期限までに納付がない場合は、納税義務者に対して督促状等を発送する
⑧督促後も納付がない場合は、滞納整理を行う
⑨国民健康保険被保険者資格の管理
⑩納入通知書による国民健康保険税（料）額の通知
⑪国民健康保険に係わる証明書の発行
⑫国民健康保険者台帳の照会
⑬情報提供に必要な情報を「副本」として保持する
⑭神奈川県国民健康保険団体連合会で実施する療養給付の審査・支払等に付随する資格継続業務と
高額療養費（以下、この評価書においては「高額」という。）多数該当の引き継ぎ業務
⑮公金給付を実施するための公金受取口座情報の取得
｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律｣によりオ
ンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたことと、当該しくみのような、他の医療保険者等と共同し
て｢被保険者等に係る情報の収集または整理に関する事務｣及び｢被保険者等に係る情報の利用または
提供に関する事務｣を｢国民健康保険団体連合会(以下｢国保連合会｣という。)または社会保険診療報酬
支払基金(以下｢支払基金｣という。)｣(以下｢支払基金等｣という。)に委託することができる旨の規定が国
民健康保険法に盛り込まれていることを踏まえ、オンライン資格確認等システムへの資格情報の提供に
係る加入者等の資格履歴情報の管理、機関別符号の取得、及び一部の情報提供について共同して支
払基金等に委託することとし、国保連合会から再委託を受けた国民健康保険中央会(以下｢国保中央会｣
という。)及び支払基金（以下「取りまとめ機関」という。）が、医療保険者等向け中間サーバー等の運営を
共同して行う。
＜オンライン資格確認等システム稼働に向けた準備としての資格履歴管理事務、機関別符号の取得等
事務（以下「オンライン資格確認の準備業務」という。）＞
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、国保連合会から委託を受
けた国保中央会が、当市からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管
理事務｣を行うために、当市から被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽出し、国保連合会を経由して
医療保険者等向け中間サーバー等へ被保険者資格情報の提供を行う。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、支払基金が、当市からの
委託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務｣を行うために、情報
提供等記録開示システムの自己情報表示業務機能を利用して、当市から提供した被保険者資格情報と
オンライン資格確認等システムで管理している情報とを紐付けるために機関別符号の取得並びに紐付
け情報の提供を行う。

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満

]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民健康保険に関する事務

 ②事務の内容

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満



・資格管理機能：各種証、証明書の発行を行う。
・賦課管理機能：国民健康保険税（料）の期割の計算処理、納入通知書の作成処理を行う。
・給付管理機能：高額医療費の決定、レセプトの受領を行う。
・照会機能：資格、賦課、給付の台帳照会をする。

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

 システム1

)

（１）符号管理機能
情報照会・情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と情報保有機関内で個人を特定するために利
用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。
（２）情報照会機能
情報照会ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領（照
会した情報の受領）を行う。
（３）情報提供機能
情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の提
供を行う。
（４）既存システム接続機能
中間サーバーと各事務システム、統合宛名システム及び既存住基システムとの間で情報照会内容、情
報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。
（５）情報提供等記録管理機能
特定個人情報（連携対象）の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。
（６）情報提供データベース管理機能
特定個人情報（連携対象）を副本として保持・管理する。
（７）データ送受信機能
中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で、情報照会・情報提
供・符号取得のための情報等について連携する。
（８）セキュリティ管理機能
セキュリティを管理する。
（９）職員認証・権限管理機能
中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報（連
携対象）へのアクセス制御を行う。
（１０）システム管理機能
バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼働状況の通知、保管切れの情報の削除を行う。

[ ○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

[ ] その他 （

] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] その他 （ )

[ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [[

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 国民健康保険システム

 ②システムの機能

[



] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

[ ] その他 （ )

] 税務システム

○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 ②システムの機能

共通基盤システムで管理している宛名情報を管理、参照する。
（１）宛名情報の照会・検索：共通基盤システムで管理している宛名情報の照会を行う。
（２）住登外情報の登録：他業務システムで必要となった住登外者を登録する。

○

[ ○ ] その他 （ 国保総合システム )

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

 システム4

 ①システムの名称 団体内統合宛名システム

 システム3

 ①システムの名称 共通基盤システム（庁内連携システム）

 ②システムの機能

各業務システムにて相互に必要とされる副本データの連携・保存をする。
（１）住記情報の連携：住記システムにおいて登録された異動情報を他業務システムへ連携する。
（２）住登外情報の連携：他業務システムが登録した住登外者を他業務システムへ連携する。
（３）各資格情報の連携：他業務システムから連携された国保資格情報等の資格情報を業務システムへ
連携する。
（４）特定個人情報の登録：他業務システムから連携された特定個人情報を中間サーバへ連携する。
（５）符号取得：中間サーバに対し団体内統合宛名番号と個人番号を連携し、処理通番と個人番号を中
間サーバから取得する。



[ ] その他 （ )

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム5

 ①システムの名称

次期国保総合システム及び国保情報集約システム（以下「国保総合（国保集約）システム（※）」という。）
※国保総合（国保集約）システムは、神奈川県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連合会」という。）
に設置される国保総合（国保集約）システムサーバ群と、市区町村に設置される国保総合ＰＣで構成さ
れる。

 ②システムの機能

１．資格継続業務(詳細は別添３を参照)
（１）被保険者異動情報（資格情報（世帯）ファイル、資格情報（個人）ファイル）の送信
市区町村の国保総合ＰＣのファイル転送機能（※）を用いて、被保険者資格異動に関するデータを市区
町村から国保連合会へ送信する。
（２）被保険情報の受信（国保資格取得喪失年月日連携ファイル、市町村被保険ＩＤ連携ファイル）
都道府県内の市区町村間を転居した場合、転出市区町村と転入市区町村の適用終了日（転出）と適用
開始日（転入）の重複・空白期間をチェックする。
また、資格取得年月日や資格喪失年月日の引き継ぎを行い、該当市区町村の国保総合ＰＣへ被保険者
資格データを送信する。

２．高額該当回数の引き継ぎ業務(詳細は別添３を参照)
（１）継続候補世帯の抽出（継続候補世帯リスト）
市区町村の国保総合ＰＣのオンライン処理機能を用いて、世帯継続性の容認に関するデータを転入地
市区町村から国保連合会へ送信する。
（２）継続世帯の確定（継続世帯確定リスト）
転入地市区町村が世帯継続性を認めた場合には、転出地市区町村から転入地市区町村へ高額該当情
報を引き継ぐためのデータ（転出地市区町村高額該当情報データ）を作成し、転入地市区町村の国保総
合ＰＣへ該当データを配信する。
※ファイル転送機能とは、市区町村の国保総合ＰＣのwebブラウザーを用いて、各種ファイルを国保連合
会の国保総合（国保集約）システムへ送信する機能と、国保連合会の国保総合（国保集約）システム
サーバ内に格納されてる圧縮ファイルや帳票などを、市区町村の国保総合ＰＣに配信する機能のことを
いう。

３．オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情
　　報の提供　(詳細は別添３を参照)
　(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)の送信
　　　市区町村の国保総合PCのファイル転送機能(＊)を用いて、被保険者資格異動に関するデータを
　　市区町村から国保連合会へ送信する。
　(2)医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の送信
　　　オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連合会は、
　　市区町村より受領した被保険者異動情報に関するデータを医療保険者等向け中間サーバー等
　　へ被保険者異動情報を送信する。

＊ファイル転送機能とは、市区町村の国保総合PCのWebブラウザーを用いて、各種ファイルを国保連合
会の国保総合(国保集約)システムへ送信する機能と、国保連合会の国保総合(国保集約)システムサー
バ内に格納されている各種ファイルや帳票などを、市区町村の国保総合PCに配信する機能のことをい
う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [



[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 医療保険者等向け中間サーバー等

 ②システムの機能

｢医療保険者等向け中間サーバー等｣は、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管
理等を行う際に必要となるシステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネット
ワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に
対して住民基本台帳ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能
（以下「本人確認事務に係る機能」という。）を有する。
医療保険者等向け中間サーバー等は、取りまとめ機関が運営する。

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に
係る機能のうち情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る機能については、｢地方公共団体
における情報連携プラットフォームに係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用するため、
「医療保険者等向け中間サーバー等｣では、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・
提供事務に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わない。

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本4情報（又はその一部）、資格情報及び各種証情報（個
　　人番号含む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格
　　納する(※1)。
（ⅱ）オンライン資格確認等システムへの資格情報の提供(個人番号を用いないため評価対象外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンライン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個人情報保護評価を実施するため当評価の対象外。

(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能
（ⅰ）機関別符号取得(※2)(評価対象外)
　・医療保険者等からの符号取得要求を受領後、システムの自動処理により、符号取得要
　　求ファイルを生成し、情報提供サーバーに転送する。
　・支払基金職員が情報提供サーバーアプリケーションを操作すること
　　で、情報提供ネットワークシステムから機関別符号を取得し、機関別符号ファイルに格
　　納する。
（ⅱ）情報照会 及び (ⅲ)情報提供（副本情報）(実施しないため評価対象外)
　・市区町村国保による情報提供（副本情報）は、｢地方公共団体における情報連携プラット
　　フォームに係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を経由して情報提供ネットワーク
　　システムと接続するため、医療保険者等向け中間サーバー等では行わない。
(ⅳ)情報提供（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用
　する情報の提供）(※2)(評価対象外)
　・マイナポータルからの自己情報開示の求めを受け付け、システムの自動処理により、
　　運用支援環境において被保険者等を特定し、資格履歴ファイルからオンライン資格確
　　認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報（個人番号は含まな
　　い。）を提供する。
※2 当該機能については支払基金が特定個人情報保護評価を実施するため当評価の対象外。

(3)本人確認事務に係る機能
(ⅰ)個人番号取得 及び (ⅱ)基本4情報取得(実施しないため評価対象外)
　・市区町村国保による情報提供（副本情報）は、｢地方公共団体における情報連携プラット
　　フォームに係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を経由して情報提供ネットワーク
　　システムと接続するため、医療保険者等向け中間サーバー等では行わない。



[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム10

 ①システムの名称

 ②システムの機能

[ ] その他 （ )

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム9

 ①システムの名称

 ②システムの機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム8

 ①システムの名称

 ②システムの機能

[ ○ ] その他 （ コンビニ交付証明書発行サーバー )

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム7

 ①システムの名称 書かない窓口システム

 ②システムの機能

・転出証明書等をOCRで処理したデータ、住民記録情報。証明発行データ等を利用し、職員によるシス
テム上で住民異動届の作成を補助する。
・住民異動届の内容を用い、各種証明書・住民情報を使用する各種手続き・案内書類を印刷する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [



]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する

 システム16～20

 システム11～15

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 保険年金課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 保険年金課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

 ７．他の評価実施機関

―

 法令上の根拠

・番号法第９条第１項及び別表４４の項
・番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令（第１６条及び第２４条）

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法　第９条第１項（利用範囲）
　別表４４の項
・番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令（第２４条）
・国民健康保険法　第１１３条の３　第１項及び第２項

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
・番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表
（1,2,3,5,6,7,11,13,15,16,19,20,27,28,37,38,39,42,48,49,53,56,57,58,59,63,65,66,69,71,73,75,76,81,83,84,86,8
7,88,89,90,91,92,96,98,106,115,118,124,125,129,130,131,132,137,138,140,141,142,144,145,151,152,155,15
6,158の項）

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
・番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表４８、６９、７１の項

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情報連携のためではなくオンライン資格確認の準備
　として機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2項

 ４．個人番号の利用 ※

国民健康保険情報ファイル



[

○ ] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ○ ] 雇用・労働関係情報 ○

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

]
1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※
①現在被保険者資格を有している者と過去５年以内に死亡以外で資格喪失した者
②上記①に該当した被保険者と同一世帯員

 その必要性

国民健康保険加入の個人情報を正確に把握・管理することを目的に、事務において必要な範囲の特定
個人情報を保有する。
国民健康保険税額の決定においては、被保険者及びその世帯員の住民税課税状況を把握する必要が
ある。
住民税の課税内容は、5年に遡って更正されるため、過去に遡って個人の住民税課税情報を把握する
必要がある。

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

国民健康保険情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ] 児童福祉・子育て関係情報 [○

[ ○ [

 ⑥事務担当部署 保険年金課

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月１日

 全ての記録項目

 その妥当性

[ ○ [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[

）公金受取口座情報

・個人番号及びその他識別情報：対象者を正確に特定するために保有。
・4情報、連絡先及びその他住民票関係情報：①国民健康保険資格取得対象者を把握するため、②納
入義務者への納入通知書を送付するため、③本人への連絡等のため、④死亡・転出等の異動による資
格異動を確認するため、⑤賦課に必要な基準日時点の世帯員を把握するために保有。
・地方税関係情報：国民健康保険税（料）額算定を行うために保有。
・医療保険関係情報：国民健康保険事務を実施するために保有。
・年金関係情報：国民健康保険税（料）の特別徴収対象者を決定し、年金保険者へ送付するために保
有。
・公金受取口座情報：国民健康保険制度における給付、各種支給事業及び国民健康保険税（料）の還
付を行うために保有。

[



[ ○

[

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

①　国民健康保険資格に関する事務
　・資格の取得、喪失に関する申請に対し個人情報の真正性を確認し異動を実施する。
②　賦課徴収、還付に関する事務
　・国民健康保険税を算定し、国民健康保険税の賦課徴収を行う。
　・年金特徴の実施が可能である場合、金額を決定して、年金保険者に通知する。
　・納入通知書を発送し、国民健康保険税の通知を行う。
③　証明書発行に関する事務
　・被保険者に対し各種証明書の発行を行う。
④　給付の実施に関する事務
　・各種申請に対し個人情報の真正性を確認し、給付の事務を実施する。

○ 端末検索 ）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

（

100人以上500人未満

）

[ ] 民間事業者 （

適正な国民健康保険の資格・賦課・徴収・給付に関する業務を行うため。

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日 平成27年10月1日

 情報の突合

（１）資格に関する申請と住民票関係情報を突合して、死亡、転出などによる資格の取得、喪失の真正性
を確認する。　【上記①】
（２）住民票関係情報と地方税関係情報を突合して、国民健康保険税（料）の決定を実施する。　【上記
②、③、④】
（３）住民票関係情報と国民健康保険関係情報、年金関係情報を突合して、年金保険者、国保連合会へ
通知する。【上記②、④】
(４)定期的な還付や保険給付・支給等を行う場合、公金受取口座の変更が行われていないか必要に応
じて確認を行う。【上記②、④】

 ⑤使用方法

[ ○

 ③使用目的　※

 使用部署 保険年金課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○ ○

[

 ②入手方法

）

[

] その他

[ ○

[

他市町村、後期高齢者医療広域連合、デジタル
庁

（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ 市民課、市民税課、介護保険課 ）

[ ○ （

○ ] 紙 [

公共職業安定所

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）



＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

国民健康保険税納付済確認書業務委託

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

国民健康保険資格確認書等の一斉更新について

委託先の株式会社日立システム神奈川支店から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する必要
性、再委託する業務の範囲ついて記載した再委託承諾申請書の提出を受け、再委託先における安全管
理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を承諾する。

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人以上50人未満

委託する

10

1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

国民健康保険システムの運用・保守

 ①委託内容 国民健康保険税納付済額確認書の印字加工

 ②委託先における取扱者数 [

 ③委託先名 株式会社ＫＭＣ　平塚営業所

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

10人未満

再委託しない

 委託事項2～5

 ③委託先名 株式会社イセトー横浜支店

 ④再委託の有無　※ [

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

[

[

[

株式会社日立システムズ神奈川支店

10人以上50人未満

再委託しない

再
委
託

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

再委託する

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

ADWORLD・国保標準システムバージョンアップ作業

 委託事項2

 委託事項3

 委託事項1

 ①委託内容 国民健康保険情報に関する事務における特定個人情報ファイルの一部の取扱い

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 ③委託先名

再
委
託

被保険者に対し有効期限を更新した資格確認書等の作成



]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

特定個人情報データの減失等に備えたバックアップデータの保管業務

＜選択肢＞

]
1） 10人未満

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

遠隔地保管

資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務に関する市町村保険者事務共同処理業務

[

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ③委託先名

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

 ①委託内容

・療養給付の審査・支払等に付随する業務として、都道府県単位で管理することとなる資格情報の管理
（資格継続業務）と、同一都道府県内で転居があった場合における高額療養費の多数該当を通算する
ための同一世帯判定に必要な情報等の管理（高額該当回数の引き継ぎ業務）を委託する。（国保情報
集約システムを使用）
・なお、療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用いない。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連合会は、市区町村よ
り受領した被保険者資格異動に関するデータを編集し、｢医療保険者等向け中間サーバー等｣へ送信、
登録を行う。

[

＜選択肢＞

再委託しない

10人以上50人未満

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

番号法第１０条第１項において、再委託については委託元の許諾を得た場合に認められることから、平
塚市では、委託契約を行う際に再委託を原則禁止とした上で、再委託を行う場合には、委託先から再委
託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行
能力、再委託予定金額等及びその他平塚市個人情報保護条例及び個人情報管理規程等で委託先に
求めるべきとされる情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制の提出
を受けることとする。加えて、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締約することなど、再委託先
における安全管理措置を確認し、適当と認められる場合にのみ、決裁等必要な手続きを経た上で再委
託を許諾する。

 ⑥再委託事項
資格継続業務、高額療養費多数該当の引き継ぎ業務で使用する国保総合（国保集約）システムに関す
る運用の一部（バッチ処理パラメータの入力、バッチ処理の実行、バックアップデータの取得と保管、シス
テム障害発生時の復旧作業支援、各種マスターメンテナンス、外字作成・登録）など。

2） 10人以上50人未満

 ②委託先における取扱者数 10人未満

 ②委託先における取扱者数

 ③委託先名 東武デリバリー株式会社

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 委託事項5

 委託事項4

再委託する

神奈川県国民健康保険団体連合会

再
委
託

 ①委託内容



＜選択肢＞

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

窓口業務の包括的業務委託

（終了）国保標準システム導入作業委託

[

 ③委託先名 パーソルテンプスタッフ株式会社　神奈川営業部

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

再委託しない

 ①委託内容

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 委託事項6～10

 ③委託先名 株式会社日立システムズ神奈川支店

再
委
託

 ⑥再委託事項

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

市町村事務処理標準システム導入にかかるシステム構築や各システムとの連携、データ移行等業務委
託

10人以上50人未満

再委託しない

 委託事項6

10人以上50人未満

窓口における各種届書及び申請書の受付、各種証明書等の作成及び引渡し並びに窓口案内等に関す
る業務

 ②委託先における取扱者数

 ④再委託の有無　※ [

 委託事項7

 ⑤再委託の許諾方法



2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務

＜選択肢＞

]
1） 10人未満

 ①委託内容
オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利
用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理
などを行う。

 ②委託先における取扱者数 [

 ⑥再委託事項

 ③委託先名
神奈川県国保連合会
(神奈川県国保連合会は、国保中央会に再委託する)

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

委託先の神奈川県国保連合会から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、
再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履
行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当市が求める情報について記載した書面によ
る再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出
を受け、神奈川県国保連合会と再委託先が秘密保持に関する契約を締結してい
ること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾
する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件
を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、
クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築
上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリ
ケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務
（国保中央会から再々委託する「医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務」を含む）

10人以上50人未満

 委託事項8

再委託する



5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務

再委託する

 ③委託先名 支払基金

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

委託先の支払基金から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、
再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先へ
の立ち入り調査に係る要件、その他当市が求める情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、支払基
金と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確
認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様と
する。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条
件を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、
クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築
上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリ
ケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 ⑥再委託事項 医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務

 ①委託内容
オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、情報提供等記
録開示システムの自己情報表示業務機能を利用したオンライン資格確認等システムで管理している情
報と紐付けるために使用する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。

 ②委託先における取扱者数 [

 委託事項9

10人以上50人未満



5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務

[ 10人以上50人未満

再委託する

 ⑥再委託事項

 ③委託先名
神奈川県国保連合会
(神奈川県国保連合会は、国保中央会に再委託する)

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

委託先の神奈川県国民健康保険団体連合会から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、
再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に
係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当市が求める情報
について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委
託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、神奈川県国民健康保険団体連合会と再委
託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確
認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合
も同様とする。)。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、
設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者
は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等に
　よる各種条件を満たしていること。
・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ
　評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、
開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上
のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆
弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのよう
に確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 ⑥再委託事項 国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て

 ①委託内容
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、データパッチ実施
等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のデータ復旧等)

再
委
託

 ⑤再委託の許諾方法

 ③委託先名

 ④再委託の有無　※ [

 委託事項11～15

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

 委託事項11

 ②委託先における取扱者数

 委託事項10



]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

＜選択肢＞

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ①委託内容

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

 委託事項12

再
委
託

 ④再委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数 [

 ③委託先名

[

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 委託事項13

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

 ⑤再委託の許諾方法

 ③委託先名

再
委
託

 ⑥再委託事項

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

]
1） 10人未満

 委託事項14

 ④再委託の有無　※ [

 ③委託先名

再
委
託



] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

10万人以上100万人未満

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

 ③委託先名

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

 委託事項16～20

 ②提供先における用途
健康保険法第５条第２項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって
主務省令で定めるもの

 委託事項15

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

厚生労働大臣 提供先1

] 提供を行っている 6 ） 件

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表１の項

随時

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

[ ] その他 （

 提供先2～5

] 移転を行っている （

医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の
徴収に関する情報（以下、「医療保険給付関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

] フラッシュメモリ

）

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

（ ○27

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者



] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

[ [

[ [

[

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

＜選択肢＞
1） 1万人未満

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先3

 ⑦時期・頻度 随時

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

[

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）] その他 （

健康保険組合

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表２の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] フラッシュメモリ

）] その他 （

] 電子メール

[ ○ [

 提供先2 全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表２の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ②提供先における用途
船員保険法第４条第２項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって
主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途

] その他 （

 ⑦時期・頻度 随時

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

[

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表３の項

 提供先4 厚生労働大臣

 提供先5 全国健康保険協会

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[ ] その他 （

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

 ①法令上の根拠

 ⑦時期・頻度 随時

）

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

[ [] フラッシュメモリ

番号法第１９条第８号　別表４の項

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

番号法第１９条第８号　別表１４の項

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ②提供先における用途
予防接種法による給付（同法第１５条第１項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ②提供先における用途
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 随時

）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

] 情報提供ネットワークシステム

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表２３の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

[ ] その他 （

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 提供先7 都道府県知事等

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度 随時

5） 1,000万人以上

] 専用線] 情報提供ネットワークシステム

 ①法令上の根拠

 ③提供する情報
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する規定であって主務省令で定める
もの

 提供先6 市町村長

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



] 電子メール

 ②提供先における用途
地方税法その他地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途
社会福祉法による生計困難者に対し無利子または低利で資金を融通する事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

[

[ ] その他 （

] フラッシュメモリ

）

 ⑦時期・頻度 随時

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表２６の項

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [] フラッシュメモリ

 提供先9 社会福祉協議会

] 情報提供ネットワークシステム

[ ] その他

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表２４の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 提供先8 市町村長

）

] 電子メール

（

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[

 ⑦時期・頻度 随時

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

＜選択肢＞
1） 1万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

[ ] その他 （

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ [

[

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

 ②提供先における用途 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[

 ⑦時期・頻度 随時

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

）

 提供先11～15

 提供先11 国家公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表４２の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

）

[

] 電子メール

] フラッシュメモリ[

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表３５の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

 提供先10 日本私立学校振興・共済事業団

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

] フラッシュメモリ

○ ] 情報提供ネットワークシステム

] その他 （



[

）

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] その他 （[

] 情報提供ネットワークシステム

[

[ [

＜選択肢＞
1） 1万人未満

番号法第１９条第８号　別表４４の項

 提供先12 国民健康保険組合

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途
国民健康保険法による保険給付の支給または保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

 ②提供先における用途 地方公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑦時期・頻度 随時

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[

[ [

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

] フラッシュメモリ

）[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] その他 （

 ⑦時期・頻度 随時

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表５９の項

 提供先13 地方公務員共済組合

10万人以上100万人未満

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ [

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

1万人以上10万人未満



4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] その他 （

[] フラッシュメモリ

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給または保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）] 電子メール

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

] 情報提供ネットワークシステム

 ②提供先における用途 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令に定めるもの

 ②提供先における用途

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

[ ○ [

[

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ）

[

[

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先15 後期高齢者医療広域連合

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表６１の項

 提供先14 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表８５の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ⑦時期・頻度 随時



[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

] その他 （ ）

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

 ②提供先における用途
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定める
もの

 提供先16～20

 提供先16 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表９５の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ②提供先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先17 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表１００の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 随時

10万人以上100万人未満



）

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

[

5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] その他 （ ）

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ②提供先における用途 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令
で定めるもの

 提供先18 独立行政法人日本学生支援機構

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表１１５の項

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先19 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表４６の項

 ③提供する情報
国民健康保険法第七十六条の四において準用する介護保険法第百三十六条第一項（同法第百四十条
第三項において準用する場合を含む。）、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

] その他 （

 ⑦時期・頻度 随時

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



3） 10万人以上100万人未満

 ②提供先における用途 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②移転先における用途 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

）

 ③移転する情報

通年 ⑦時期・頻度

 ①法令上の根拠
平塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（第３条２）、平塚市
営住宅条例第７条第２号、平塚市営住宅条例施行規則第６条第２号

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

[ ] フラッシュメモリ [

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 移転先1 建築住宅課

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

○ [

5） 1,000万人以上

 提供先20 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表８の項

 ③提供する情報
児童福祉法第１９条の７に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定め
るもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者
 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ [

[ [
 ⑥移転方法

] その他 （ ）

10万人以上100万人未満

1万人未満

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満



] その他 （

 ③移転する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 ⑦時期・頻度 通年

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ⑥移転方法

[

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

1万人以上10万人未満

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

1万人以上10万人未満

 ②移転先における用途 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

] その他 （ ）

通年

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[

[

 移転先2 福祉総務課

[

 ①法令上の根拠 平塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（第３条２）

高齢福祉課

 ②移転先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

 ①法令上の根拠 平塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（第３条２）

 移転先3

[

[

 ③移転する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 ⑥移転方法

[ ○ [

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

○ [

[ [

[ [

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満



 ②移転先における用途
予防接種法による給付（同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

 ⑥移転方法

[ ○

 ②移転先における用途
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （ ）

 ①法令上の根拠 平塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（第３条２）

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

1万人以上10万人未満

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

[

[ [

] 庁内連携システム

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

[

[

 ③移転する情報

 移転先5 生活福祉課

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ⑦時期・頻度 通年

] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

1万人以上10万人未満

 ⑥移転方法

[ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

 移転先4 健康課

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ①法令上の根拠 平塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（第３条２）

 ③移転する情報
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるも
の

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

[

[ [

[ [

[ ）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ⑦時期・頻度 通年



 移転先16～20

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険法第５条及び第６条に基づいて平塚市国民健康保険に加入した者

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 ②移転先における用途
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定める
もの

 ⑦時期・頻度

[ [
 ⑥移転方法

[ ○ [

[ [

] 庁内連携システム

通年

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

 移転先6～10

 ①法令上の根拠 平塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（第３条２）

 ③移転する情報 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 移転先6 介護保険課

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ ] その他 （

 移転先11～15



 ７．備考

―

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

１．運用における措置
①国民健康保険システムのサーバーは耐震・耐火・耐水の対策を施したサーバー室に設置している。
②サーバー室の入退室には認証システム、監視カメラを用いており、厳重に管理されている。またサー
バーラックの鍵には鍵管理システムを用いており、更にセキュリティレベルを厳重にし管理している。
③サーバーへのアクセスはID／パスワードによる認証が必要となる。
④保存されたデータのバックアップは委託業者により遠隔地へ保管されているが、施錠された専用の
ケーブルにて運搬し、秘密保持誓約書を提出させている。
⑤保守作業上のデータ消去の際はデータ作業報告書を提出させている。

２．システムにおける措置
＜中間サーバーにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップ
もデータベース上に保存される。
③特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常，中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
　ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。

＜共通基盤システムにおける措置＞
①共通基盤システムのサーバーは耐震・耐火・耐水の対策を施したサーバー室に設置している。
②サーバー室の入退室には認証システム、監視カメラを用いており、厳重に管理されている。またサー
バーラックの鍵には鍵管理システムを用いており、更にセキュリティレベルを厳重に管理している。
③保存されたデータのバックアップは委託業者により遠隔地へ保管しているが、施錠された専用のケー
スにて運搬し、秘密保持誓約書を提出させている。
④保守作業上のデータ消去の際はデータ消去証明書を提出させている。
　
＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①共通基盤システムのサーバーは耐震・耐火・耐水の対策を施したサーバー室に設置している。
②サーバー室の入退室には認証システム、監視カメラを用いており、厳重に管理されている。またサー
バーラックの鍵には鍵管理システムを用いており、更にセキュリティレベルを厳重に管理している。
③保存されたデータのバックアップは寄託業者により遠隔地へ保管しているが、施錠された専用のケー
スにて運搬し、秘密保持誓約書を提出させている。
④保守作業上のデータ消去の際は作業報告書を提出させている。



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要-２．基本情報-④記録される項目-全ての記録項目
（別添１） (1)シートを参照　中間サーバー記録項目
１．情報提供用個人識別符号，２．団体内統合宛名番号，３．情報提供等の記録

共通基盤システム記録項目

（１）宛名連携情報
１．連番,２．処理区分,３．宛名区分,４．住登外転送コード,５．宛名番号,６．世帯番号,７．住民種別,８．住民状態,９．氏名区分,１０．漢字
氏名,１１．カナ氏名,１２．漢字併記名(旧法),１３．カナ併記名(旧法),１４．外国人漢字併記名,１５．外国人漢字併記名(カナ),１６．外国人カ
ナ併記名,１７．外国人カナ併記名(カナ),１８．生年月日(西暦）,１９．生年月日(和暦）年号,２０．生年月日(和暦）年,２１．生年月日(和暦）
月,２２．生年月日(和暦）日,２３．生年月日＿不詳フラグ,２４．生年月日＿不詳日付,２５．性別,２６．世帯主漢字氏名,２７．世帯主カナ氏
名,２８．世帯主漢字通称名,２９．世帯主カナ通称名,３０．世帯主漢字併記名,３１．世帯主カナ併記名,３２．続柄1,３３．続柄2,３４．続柄3,
３５．続柄4,３６．現住所＿郵便番号,３７．現住所＿LASDEC全国町字コード,３８．現住所＿番,３９．現住所＿枝番1（号）,４０．現住所＿枝
番2（棟）,４１．現住所＿枝番3（室）,４２．現住所＿住所,４３．現住所＿漢字方書,４４．現住所＿カナ方書,４５．現住所＿町名コード,４６．
前住所＿自治省コード,４７．前住所＿住所,４８．前住所＿漢字方書,４９．転出予定先住所＿郵便番号,５０．転出予定先住所＿LASDEC
全国町字コード,５１．転出予定先住所＿番,５２．転出予定先住所＿枝番1（号）,５３．転出予定先住所＿枝番2（棟）,５４．転出予定先住
所＿枝番3（室）,５５．転出予定先住所＿住所,５６．転出予定先住所＿漢字方書,５７．転出予定先住所＿カナ方書,５８．転出予定先世帯
主漢字氏名,５９．転出予定先世帯主カナ氏名,６０．転出確定先住所＿郵便番号,６１．転出確定先住所＿LASDEC全国町字コード,６２．
転出確定先住所＿番,６３．転出確定先住所＿枝番1（号）,６４．転出確定先住所＿枝番2（棟）,６５．転出確定先住所＿枝番3（室）,６６．
転出確定先住所＿住所,６７．転出確定先住所＿漢字方書,６８．転出確定先住所＿カナ方書,６９．転出確定先世帯主漢字氏名,７０．転
出確定先世帯主カナ氏名,７１．入管法居住地住所＿郵便番号,７２．入管法居住地住所＿住所コード,７３．入管法居住地住所＿番,７４．
入管法居住地住所＿枝番1（号）,７５．入管法居住地住所＿枝番2（棟）,７６．入管法居住地住所＿枝番3（室）,７７．入管法居住地住所＿
住所,７８．入管法居住地住所＿漢字方書,７９．入管法居住地住所＿カナ方書,８０．住所区分,８１．本籍地_自治省コード,８２．本籍地_住
所,８３．本籍地_筆頭者,８４．最新異動日＿届出年月日,８５．最新異動日＿異動年月日,８６．最新異動日＿異動事由＿住記,８７．最新
異動日＿異動事由＿外国人,８８．住民日＿届出年月日,８９．住民日＿異動年月日,９０．住民日＿異動事由＿住記,９１．住民日＿異動
事由＿外国人,９２．外国人住民日＿届出年月日,９３．外国人住民日＿異動年月日,９４．住定日＿届出年月日,９５．住定日＿異動年月
日,９６．住定日＿異動年月日＿不詳フラグ,９７．住定日＿異動年月日＿不詳日付,９８．住定日＿異動事由＿住記,９９．住定日＿異動
事由＿外国人,１００．消除日＿届出年月日,１０１．消除日＿異動年月日,１０２．消除日＿異動年月日＿不詳フラグ,１０３．消除日＿異動
年月日＿不詳日付,１０４．消除日＿異動事由＿住記,１０５．消除日＿異動事由＿外国人,１０６．備考,１０７．転出予定日＿異動年月日,
１０８．外国人登録番号＿記号,１０９．外国人登録番号＿番号,１１０．在留カード等番号,１１１．在留カード等番号区分,１１２．外国人世帯
番号,１１３．漢字通称名,１１４．カナ通称名,１１５．国籍コード,１１６．国籍居住地,１１７．出生地,１１８．職業コード,１１９．旅券番号,１２０．
旅券発行年月日,１２１．上陸許可年月日,１２２．在留資格,１２３．在留期間開始日,１２４．在留期間終了日,１２５．在留期間コード,１２６．
第30条45規定区分,１２７．基盤側更新日付,１２８．原典の更新時刻,１２９．団体内統合宛名番号,１３０．個人番号
宛名情報
個人番号,宛名番号,統合宛名番号,世帯番号,氏名,性別,生年月日,住所,電話番号,行政区コード,支所コード,地区コード,班コード,住民でな
くなる日,住民でなくなる事由
資格基本
国保世帯番号,旧自治体区分,宛名番号,履歴番号,最新区分,資格区分,記載順位,続柄区分,続柄コード１,続柄コード２,続柄コード３,続柄
コード４,続柄名称,表示用続柄,取得年月日,取得事由,取得届出日,喪失年月日,喪失事由,喪失届出日,退職区分,異動日,事由,届出日,転
居区分,転居国保世帯番号,個人データ区分,削除区分,異動日連番,処理日,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
資格基本（退職）
国保世帯番号,旧自治体区分,宛名番号,履歴番号,最新区分,資格基本履歴番号,退職区分,該当年月日,該当届出日,非該当年月日,非該
当届出日,受給権発生日,受給年金名称,受給年金種別,退職本人,退職続柄コード１,退職続柄コード２,退職続柄コード３,退職続柄コード
４,退職続柄名称,異動日,事由,届出日,削除区分,異動日連番,処理日,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
レセプト管理
旧自治体区分,管理番号,履歴番号,国保世帯番号,証番号,宛名番号,登録月,福祉区分,資格区分,年齢区分,課税区分（世帯課税区分）,負
担区分（高齢課税区分　世帯）,負担区分（高齢課税区分　個人）,作成区分,診療月,審査月,外部キー１,レセ区分,レセ資格区分,レセ年齢
区分,過誤区分,過誤理由①,過誤理由②,処理区分,診療種別,入外区分,内外区分,申出日,レセ証番号,入院開始日,実日数,初診点数,公
費１法別番号,公費１負担者番号,公費１受給者番号,公費２法別番号,公費２負担者番号,公費２受給者番号,医療機関コード,高額計算除
外フラグ,調剤合算レセプト管理番号,振替区分,振替年月日,備考1（連合会エラーコード）,備考2（事由設定項目）,備考9（指定公費の特記
事項「20」）,備考10（画面の調査項目）,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
賦課基本
国保世帯番号,算定団体コード,調定年度,年度分,履歴番号,通知書番号,翌年度通知書番号,世帯主宛名番号,事由,更正日,更新区分,申
告区分,主所得区分,現存区分,世帯区分,擬制区分,賦課期日軽減区分,住民税課税区分,譲渡世帯区分,老人世帯区分,専従世帯区分,軽
減申請区分,清算区分,軽減判定所得,賦課期日人員,均等人員,現在人員,有所得人員,所得額,課税標準額,所得割額,資産税額,資産割
額,均等割額,平等割額,積算税額,限度超過額,軽減均等割額,軽減平等割額,軽減均等6,軽減平等6,軽減均等4,軽減平等4,軽減均等2,軽
減平等2,月割減額,端数,減額合計,減免額,過年度分,年税額,軽減4月,軽減5月,軽減6月,軽減7月,軽減8月,軽減9月,軽減10月,軽減11月,
軽減12月,軽減1月,軽減2月,軽減3月,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
賦課期別
科目コード,科目詳細コード,国保世帯番号,算定団体コード,期割団体コード,団体内外区分,現年過年区分,調定年度,年度分,通知書番号,
論理期別,履歴番号,年月,納税義務者宛名番号,更正日,全体税額,退職税額,医療全体税額,医療退職税額,介不能欠損額（支援全体）,不
能欠損額（支援退職）,公示送達区分,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号護全体税額,介護退職税額,支援全体
税額,支援退職税額,不能欠損額（医療全体）,不能欠損額（医療退職）,不能欠損額（介護全体）,不能欠損額（介護退職）
中間サーバ
情報提供用個人識別符号、団体内統合宛名番号
（市町村）被保険者資格情報等
被保険者証記号・証番号,国保世帯番号,宛名番号,個人番号,市町村被保険者ＩＤ,郵便番号,住所,電話番号,氏名（漢字,カナ）,通称名（漢
字,カナ）,生年月日,性,続柄,国保適用開始日・届出日・事由,国保適用終了日・届出日・事由,個人異動の異動日・届出日・事由,学遠区分,
施設入所区分,原爆区分,被保証等の交付日・有効期限・発行期日・一部負担金割合・回収日・回収事由,限度額適用区分,長期入院該当
日,事項負担限度額,認定疾病名コード,減免等証明区分・証明開始日・終了日

〇｢オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の提供｣業務を実施するために、以
下の項目を追加する。

　・被保険者証記号および被保険者証番号ごとに付番した枝番(個人を識別する２桁の番号)
　・券面記載の被保険者証記号
　・券面記載の被保険者証番号
　・券面記載の氏名（漢字）
　・券面記載の氏名（漢字）の読み仮名
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢字）
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢字）の読み仮名
　・被保険者証裏面への性別記載の有無
　・ＤＶ被害者等に関する自己情報不開示の申し出の有無
　・自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の回収の理由が発生した日

○公金受取口座を活用した公金給付業務の実施をするため、以下の項目を追加する。
　・口座情報



Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要-２．基本情報-④記録される項目-全ての記録項目
（別添１） (1)シートを参照　中間サーバー記録項目
１．情報提供用個人識別符号，２．団体内統合宛名番号，３．情報提供等の記録

共通基盤システム記録項目

（１）宛名連携情報
１．連番,２．処理区分,３．宛名区分,４．住登外転送コード,５．宛名番号,６．世帯番号,７．住民種別,８．住民状態,９．氏名区分,１０．漢字
氏名,１１．カナ氏名,１２．漢字併記名(旧法),１３．カナ併記名(旧法),１４．外国人漢字併記名,１５．外国人漢字併記名(カナ),１６．外国人カ
ナ併記名,１７．外国人カナ併記名(カナ),１８．生年月日(西暦）,１９．生年月日(和暦）年号,２０．生年月日(和暦）年,２１．生年月日(和暦）
月,２２．生年月日(和暦）日,２３．生年月日＿不詳フラグ,２４．生年月日＿不詳日付,２５．性別,２６．世帯主漢字氏名,２７．世帯主カナ氏
名,２８．世帯主漢字通称名,２９．世帯主カナ通称名,３０．世帯主漢字併記名,３１．世帯主カナ併記名,３２．続柄1,３３．続柄2,３４．続柄3,
３５．続柄4,３６．現住所＿郵便番号,３７．現住所＿LASDEC全国町字コード,３８．現住所＿番,３９．現住所＿枝番1（号）,４０．現住所＿枝
番2（棟）,４１．現住所＿枝番3（室）,４２．現住所＿住所,４３．現住所＿漢字方書,４４．現住所＿カナ方書,４５．現住所＿町名コード,４６．
前住所＿自治省コード,４７．前住所＿住所,４８．前住所＿漢字方書,４９．転出予定先住所＿郵便番号,５０．転出予定先住所＿LASDEC
全国町字コード,５１．転出予定先住所＿番,５２．転出予定先住所＿枝番1（号）,５３．転出予定先住所＿枝番2（棟）,５４．転出予定先住
所＿枝番3（室）,５５．転出予定先住所＿住所,５６．転出予定先住所＿漢字方書,５７．転出予定先住所＿カナ方書,５８．転出予定先世帯
主漢字氏名,５９．転出予定先世帯主カナ氏名,６０．転出確定先住所＿郵便番号,６１．転出確定先住所＿LASDEC全国町字コード,６２．
転出確定先住所＿番,６３．転出確定先住所＿枝番1（号）,６４．転出確定先住所＿枝番2（棟）,６５．転出確定先住所＿枝番3（室）,６６．
転出確定先住所＿住所,６７．転出確定先住所＿漢字方書,６８．転出確定先住所＿カナ方書,６９．転出確定先世帯主漢字氏名,７０．転
出確定先世帯主カナ氏名,７１．入管法居住地住所＿郵便番号,７２．入管法居住地住所＿住所コード,７３．入管法居住地住所＿番,７４．
入管法居住地住所＿枝番1（号）,７５．入管法居住地住所＿枝番2（棟）,７６．入管法居住地住所＿枝番3（室）,７７．入管法居住地住所＿
住所,７８．入管法居住地住所＿漢字方書,７９．入管法居住地住所＿カナ方書,８０．住所区分,８１．本籍地_自治省コード,８２．本籍地_住
所,８３．本籍地_筆頭者,８４．最新異動日＿届出年月日,８５．最新異動日＿異動年月日,８６．最新異動日＿異動事由＿住記,８７．最新
異動日＿異動事由＿外国人,８８．住民日＿届出年月日,８９．住民日＿異動年月日,９０．住民日＿異動事由＿住記,９１．住民日＿異動
事由＿外国人,９２．外国人住民日＿届出年月日,９３．外国人住民日＿異動年月日,９４．住定日＿届出年月日,９５．住定日＿異動年月
日,９６．住定日＿異動年月日＿不詳フラグ,９７．住定日＿異動年月日＿不詳日付,９８．住定日＿異動事由＿住記,９９．住定日＿異動
事由＿外国人,１００．消除日＿届出年月日,１０１．消除日＿異動年月日,１０２．消除日＿異動年月日＿不詳フラグ,１０３．消除日＿異動
年月日＿不詳日付,１０４．消除日＿異動事由＿住記,１０５．消除日＿異動事由＿外国人,１０６．備考,１０７．転出予定日＿異動年月日,
１０８．外国人登録番号＿記号,１０９．外国人登録番号＿番号,１１０．在留カード等番号,１１１．在留カード等番号区分,１１２．外国人世帯
番号,１１３．漢字通称名,１１４．カナ通称名,１１５．国籍コード,１１６．国籍居住地,１１７．出生地,１１８．職業コード,１１９．旅券番号,１２０．
旅券発行年月日,１２１．上陸許可年月日,１２２．在留資格,１２３．在留期間開始日,１２４．在留期間終了日,１２５．在留期間コード,１２６．
第30条45規定区分,１２７．基盤側更新日付,１２８．原典の更新時刻,１２９．団体内統合宛名番号,１３０．個人番号
宛名情報
個人番号,宛名番号,統合宛名番号,世帯番号,氏名,性別,生年月日,住所,電話番号,行政区コード,支所コード,地区コード,班コード,住民でな
くなる日,住民でなくなる事由
資格基本
国保世帯番号,旧自治体区分,宛名番号,履歴番号,最新区分,資格区分,記載順位,続柄区分,続柄コード１,続柄コード２,続柄コード３,続柄
コード４,続柄名称,表示用続柄,取得年月日,取得事由,取得届出日,喪失年月日,喪失事由,喪失届出日,退職区分,異動日,事由,届出日,転
居区分,転居国保世帯番号,個人データ区分,削除区分,異動日連番,処理日,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
資格基本（退職）
国保世帯番号,旧自治体区分,宛名番号,履歴番号,最新区分,資格基本履歴番号,退職区分,該当年月日,該当届出日,非該当年月日,非該
当届出日,受給権発生日,受給年金名称,受給年金種別,退職本人,退職続柄コード１,退職続柄コード２,退職続柄コード３,退職続柄コード
４,退職続柄名称,異動日,事由,届出日,削除区分,異動日連番,処理日,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
レセプト管理
旧自治体区分,管理番号,履歴番号,国保世帯番号,証番号,宛名番号,登録月,福祉区分,資格区分,年齢区分,課税区分（世帯課税区分）,負
担区分（高齢課税区分　世帯）,負担区分（高齢課税区分　個人）,作成区分,診療月,審査月,外部キー１,レセ区分,レセ資格区分,レセ年齢
区分,過誤区分,過誤理由①,過誤理由②,処理区分,診療種別,入外区分,内外区分,申出日,レセ証番号,入院開始日,実日数,初診点数,公
費１法別番号,公費１負担者番号,公費１受給者番号,公費２法別番号,公費２負担者番号,公費２受給者番号,医療機関コード,高額計算除
外フラグ,調剤合算レセプト管理番号,振替区分,振替年月日,備考1（連合会エラーコード）,備考2（事由設定項目）,備考9（指定公費の特記
事項「20」）,備考10（画面の調査項目）,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
賦課基本
国保世帯番号,算定団体コード,調定年度,年度分,履歴番号,通知書番号,翌年度通知書番号,世帯主宛名番号,事由,更正日,更新区分,申
告区分,主所得区分,現存区分,世帯区分,擬制区分,賦課期日軽減区分,住民税課税区分,譲渡世帯区分,老人世帯区分,専従世帯区分,軽
減申請区分,清算区分,軽減判定所得,賦課期日人員,均等人員,現在人員,有所得人員,所得額,課税標準額,所得割額,資産税額,資産割
額,均等割額,平等割額,積算税額,限度超過額,軽減均等割額,軽減平等割額,軽減均等6,軽減平等6,軽減均等4,軽減平等4,軽減均等2,軽
減平等2,月割減額,端数,減額合計,減免額,過年度分,年税額,軽減4月,軽減5月,軽減6月,軽減7月,軽減8月,軽減9月,軽減10月,軽減11月,
軽減12月,軽減1月,軽減2月,軽減3月,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号
賦課期別
科目コード,科目詳細コード,国保世帯番号,算定団体コード,期割団体コード,団体内外区分,現年過年区分,調定年度,年度分,通知書番号,
論理期別,履歴番号,年月,納税義務者宛名番号,更正日,全体税額,退職税額,医療全体税額,医療退職税額,介不能欠損額（支援全体）,不
能欠損額（支援退職）,公示送達区分,作成日,更新日,更新時間,更新職員宛名番号,更新端末番号護全体税額,介護退職税額,支援全体
税額,支援退職税額,不能欠損額（医療全体）,不能欠損額（医療退職）,不能欠損額（介護全体）,不能欠損額（介護退職）
中間サーバ
情報提供用個人識別符号、団体内統合宛名番号
（市町村）被保険者資格情報等
被保険者証記号・証番号,国保世帯番号,宛名番号,個人番号,市町村被保険者ＩＤ,郵便番号,住所,電話番号,氏名（漢字,カナ）,通称名（漢
字,カナ）,生年月日,性,続柄,国保適用開始日・届出日・事由,国保適用終了日・届出日・事由,個人異動の異動日・届出日・事由,学遠区分,
施設入所区分,原爆区分,被保証等の交付日・有効期限・発行期日・一部負担金割合・回収日・回収事由,限度額適用区分,長期入院該当
日,事項負担限度額,認定疾病名コード,減免等証明区分・証明開始日・終了日

〇｢オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の提供｣業務を実施するために、以
下の項目を追加する。

　・被保険者証記号および被保険者証番号ごとに付番した枝番(個人を識別する２桁の番号)
　・券面記載の被保険者証記号
　・券面記載の被保険者証番号
　・券面記載の氏名（漢字）
　・券面記載の氏名（漢字）の読み仮名
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢字）
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢字）の読み仮名
　・被保険者証裏面への性別記載の有無
　・ＤＶ被害者等に関する自己情報不開示の申し出の有無
　・自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の回収の理由が発生した日

○公金受取口座を活用した公金給付業務の実施をするため、以下の項目を追加する。
　・口座情報



Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

１．運用における措置
〈窓口等対面による入手における措置〉
・届出書を受け付ける窓口において、本人確認書類の確認を厳格に行い、本人以外の情報を記載させ
ないように徹底する。
・申請書等の受付時、又は受理後に、担当者以外の第三者がダブルチェックすることを、マニュアルで規
定している。チェック項目は手続きの適正さ及び、個人情報の取り扱いの観点からも作成されている。
・業務終了時に、申請書とシステムの入力内容を照合し、確認を行うことを規定している。
・対象者以外の情報を入手しないよう事務マニュアルを作成している。
・事務に必須でない情報を入手しないよう事務マニュアルを作成している。

〈申請書の郵送等、書面による入手における措置〉
・申請書類に対象者以外の情報が含まれていないか厳格にチェックする。
・書面にて本人又は代理人による届出のみを受領することとし、受領の際は必ず本人又は代理人の本
人確認を行っている。その際には、委任状その他の添付書類（戸籍謄本等）により、資格（代理人要件
等）の確認を行っている。

２．システムにおける措置
＜共通基盤システムにおける措置＞
①各業務システム間での情報連携のために、各システムの副本データを置くものであり、各システムが
自動連携するシステムであるので、操作者が直接アクセスすることができないシステムとなっている。
②データを抽出する場合、データ利用を希望する課は、データ主管課の許可、市民情報・相談課の承認
を得た上で情報政策課へ依頼し、情報政策課が抽出作業を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①共通基盤システムを経由した各業務システムと中間サーバーとの連携を行うものである。このシステ
ムは、完全自動化されているため、職員等が直接アクセスすることはできなくなっている。また、操作ログ
を保管する機能を有している。
②他課保有の特定個人情報を参照するために端末検索を行った場合、業務に必要な個人情報以外は
参照しないように周知徹底している。端末を起動させるにはＩＣカードによる認証を行うものであり、その
カードでアクセスした情報をログで管理している。また、特定個人情報を参照する権限を持たないカード
の場合は、個人番号を用いた参照並びに参照結果に個人番号が表示されないよう制御する。

＜業務端末における措置＞
①端末毎に、ローカルデータの書き込み禁止、USBメモリ等へのデータの書き込み禁止の制御を行って
いる。
②業務上USBメモリ等によるデータの移動が必要な場合も、システムにて登録した上で使用できるよう制
御している。また、ファイル毎の操作ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒体の使用について
は、保険年金課において電磁的記録媒体利用簿で管理、使用状況の把握を徹底し、使用後は都度、速
やかに情報を消去した上で保管庫に施錠保管する。

＜ファイルサーバーにおける措置＞
①ファイルサーバーはフォルダ単位で権限管理を行っている。また、システム管理者でなければ権限の
変更はできない。
②特定個人情報取扱事務ではない業務でファイルサーバーを利用することもあるため、特定個人情報
ファイルについては運用上暗号化等の処置を施す。また、ファイル毎の操作ログを取得している。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
①入手元は、国保連合会の国保総合（国保集約）システムに限定されており、配信されるデータは国保
連合会において、関連性や妥当性及び整合性の確認が行われていることが前提となる。また、あらかじ
め指定されたインタフェースによって配信されることが前提となるため、その定義に従った項目(法令等で
定められた範囲)でないと、国保連合会の国保総合(国保集約)システムからデータ配信ができない仕組
みとなっていることから、必要な情報以外を入手することはない。
②国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結果を表示する画面には、個人番号を表示しないことに
よって、誤った対象者に関する特定個人情報の入手を防止している。

 リスクに対する措置の内容

 １．特定個人情報ファイル名

国民健康保険情報ファイル



]十分である

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞

１．不適切な方法で入手が行われるリスク…特定個人情報を収集する相手方へ、収集する情報の内容、使われ方等を十分説明した上
で収集を行う。
２．不適切な方法で入手が行われるリスク…個人番号カードの提示、もしくは通知カードと身分証明書の提示を受けて、本人確認を行
う。
３．入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク…・世帯主からの届出書については、特定個人情報の漏洩及び紛失を防止する
ため、入力及び照合した後は、鍵付の書庫に保管する。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
１．不適切な方法で入手が行われるリスク…特定個人情報の入手元は、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに限定されてお
り、専用線を用いるとともに、指定されたインタフェース(法令で定められる範囲)でしか入手できないようシステムで制御しており、国保総
合(国保集約)システムの外部インタフェース仕様書に記載されている対象、周期及びデータ定義等によって、当市と国保連合会の双方
に共通の認識があり、その定義に従った内容でないとデータの送受信ができないことで、不適切な方法で入手が行われるリスクを軽減
している。
２．入手した特定個人情報が不正確であるリスク…特定個人情報の入手元は、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに限定され
ているとともに、国保総合PCにおいて国保連合会から入手する情報は、当市において本人確認を行った上で国保連合会に送信した被
保険者情報に、国保連合会が事務処理等を行った結果を付加して配信された情報であるため、本人確認は当市において国保連合会
に送付する前に実施済みである。さらに、国保連合会においても当市の国民健康システムと同様の宛名番号をキーとして個人識別事
項を管理しており、宛名番号をキーとして必要なデータが配信されることをシステム上で担保することで正確性を確保している。
３．入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク…当市の国保総合PCと国保連合会の国保総合(国保集約)システムとの通信に
は、認証・通信内容の暗号化を実施し、国保総合PCと国保連合会の国保総合(国保集約)システムとの専用ネットワークは、ウィルス対
策ソフトウェア、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保することにより、不適切な方法によってデータが漏えい・
紛失することのリスクを軽減している。また、国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結果を表示する画面には、個人番号を表示しな
いことによって、不適切な操作等によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。さらに、国保総合PCへのログイン時の
職員認証の他に、ログインを実施した職員・時刻・操作内容の記録が実施されるため、その抑止効果として、不適切な操作等によって
データが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。

（参考）国保総合PCと既存の国民健康保険システムとの間の情報の授受において使用するＵＳＢメモリ等については、次の措置を講じ
る。
業務上USBメモリ等によるデータの移動が必要な場合も、システムにて登録した上で使用できるよう制御している。また、ファイル毎の操
作ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒体の使用については、権限を付与された最小限の職員だけが取り扱うように限定し、
保険年金課において電磁的記録媒体利用簿で管理、使用状況の把握を徹底し、使用後は都度、速やかに情報を消去した上で保管庫
に施錠保管する。

 リスクへの対策は十分か

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[



]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
[ 十分である

3） 課題が残されている

 ３．特定個人情報の使用

 リスクへの対策は十分か

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

１．運用における措置
〈窓口等対面による入手における措置〉
・届出書を受け付ける窓口において、本人確認書類の確認を厳格に行い、本人以外の情報を記載させ
ないように徹底する。
・申請書等の受付時、又は受理後に、担当者以外の第三者がダブルチェックすることを、マニュアルで規
定している。
・業務終了時に、申請書とシステムの入力内容を照合し、確認を行うことを規定している。
・対象者以外の情報を入手しないよう事務マニュアルを作成している。
・事務に必須でない情報を入手しないよう事務マニュアルを作成している。

〈申請書の郵送等、書面による入手における措置〉
・申請書類に対象者以外の情報が含まれていないか厳格にチェックする。
・書面にて本人又は代理人による届出のみを受領することとし、受領の際は必ず本人又は代理人の本
人確認を行っている。その際には、委任状その他の添付書類（戸籍謄本等）により、資格（代理人要件
等）の確認を行っている。
　
２．システムにおける措置
＜共通基盤システムにおける措置＞
①各業務システム間での情報連携のために、各システムの副本データを置くものであり、各システムが
自動連携するシステムであるので、操作者が直接アクセスすることができないシステムとなっている。
②データを抽出する場合、データ利用を希望する課は、データ主管課の許可、市民情報・相談課の承認
を得た上で情報政策課へ依頼し、情報政策課が抽出作業を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①共通基盤システムを経由した各業務システムと中間サーバーとの連携を行うものである。このシステ
ムは、完全自動化されているため、職員等が直接アクセスすることはできなくなっている。また、操作ログ
を保管する機能を有している。
②他課保有の特定個人情報を参照するために端末検索を行った場合、業務に必要な個人情報以外は
参照しないように周知徹底している。端末を起動させるにはＩＣカードによる認証を行うものであり、その
カードでアクセスした情報をログで管理している。また、特定個人情報を参照する権限を持たないカード
の場合は、個人番号を用いた参照ならびに参照結果に個人番号が表示されないよう制御する。

＜業務端末における措置＞
①端末毎に、ローカルデータの書き込み禁止、USBメモリ等へのデータの書き込み禁止の制御を行って
いる。
②業務上USBメモリ等によるデータの移動が必要な場合も、システムにて登録した上で使用できるよう制
御している。また、ファイル毎の操作ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒体の使用について
は、保険年金課において電磁的記録媒体利用簿で管理、使用状況の把握を徹底し、使用後は都度、速
やかに情報を消去した上で保管庫に施錠保管する。

＜ファイルサーバーにおける措置＞
①ファイルサーバーはフォルダ単位で権限管理を行っている。また、システム管理者でなければ権限の
変更はできない。
②特定個人情報取扱事務ではない業務でファイルサーバーを利用することもあるため、特定個人情報
ファイルについては運用上暗号化等の処置を施す。また、ファイル毎の操作ログを取得している。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
職員等が不正にデータ抽出等できないように、ＧＵＩによるデータ抽出機能（※）は国保総合ＰＣに搭載し
ないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはなく、事務に必要のない情報との
紐付けが行われるリスクを軽減している。
※ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、国民健康保険関係情報ファイルのデータベースから、デー
タの抽出条件等を画面上で簡易的な操作で指定でき、CSV等の形式でハードディスク等に出力する機
能を指す。



特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスクへの措置
・業務端末は、特定個人情報ファイルデータが保存されない仕組みとなっている。
・システムのバックアップデータ等は厳重に管理し、権限を持った者のみアクセスできる。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
職員等が不正にデータ抽出等できないように、ＧＵＩによるデータ抽出機能（※）は国保総合ＰＣに搭載しないことにより、個人番号利用
事務以外でデータが抽出等されることはなく、不正に複製されるリスクを軽減している。
※ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、国民健康保険関係情報ファイルのデータベースから、データの抽出条件等を画面上で簡易
的な操作で指定でき、CSV等の形式でハードディスク等に出力する機能を指す。

（参考）国保総合PCと既存の国民健康保険システムとの間の情報の授受において使用するＵＳＢメモリ等については、次の措置を講じ
る。
業務上USBメモリ等によるデータの移動が必要な場合も、システムにて登録した上で使用できるよう制御している。また、ファイル毎の操
作ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒体の使用については、権限を付与された最小限の職員だけが取り扱うように限定し、
保険年金課において電磁的記録媒体利用簿で管理、使用状況の把握を徹底し、使用後は都度、速やかに情報を消去した上で保管庫
に施錠保管する。

]
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
[ 行っている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 ユーザ認証の管理

 具体的な管理方法

＜共通基盤システムにおける措置＞
①共通基盤システム独自の認証システムを設けている。業務上、この認証サーバーでは共用IDを用い
る場合があるが、画面ロックの解除には異なる認証システムを経由し、個人毎の認証を行う。
②各認証システムでの権限設定において、特定個人情報を利用する権限の付与を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①共通基盤システムを経由した各業務システムと中間サーバーとの連携を行うものである。このシステ
ムは、完全自動化されている為、職員等が直接アクセスすることはできなくなっている。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
①国保総合PCを利用する必要がある職員を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当て、パスワードによ
るユーザー認証を実施している。また、離席時にはログアウトすることや、ユーザーID、パスワードの使
い回しをしないこと、共用IDの発行の禁止を徹底している。
②国保総合PCの各画面において、個人番号を表示しないこととし、特定個人情報が不正に使用されるこ
とのリスクを軽減している。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。

 その他の措置の内容
システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個人ま
で特定でき、記録は５年間保存している。また記録は月１回セキュリティ責任者が検査・分析を行い、不
正なアクセスがないことを確認している。

十分である ]
＜選択肢＞

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 リスクへの対策は十分か



]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

 具体的な方法

[
 リスクへの対策は十分か

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

]
1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

－ その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

十分である

[ 十分に行っている

① 秘密保持義務
② 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
③ 特定個人情報の目的外利用の禁止
④ 再委託の禁止
⑤ 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
⑥ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
⑦ 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
⑧ 従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定
⑨ 実施機関において必要があると認めるときは、委託先に対して実地の調査
（立入検査）を行うことができる
⑩情報機器等の持ち込み制限

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保

] 委託しない

 規定の内容

委託契約書で、再委託先事業者においても受注者が負うべき義務を同様に負うことを規定している。

[



 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

【国保連合会における措置】
・国保総合(国保集約)システムにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、国保総合(国保集約)
システムはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。
・国保総合(国保集約)システムではUTM（コンピュータウイルスやハッキング等の脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
・国保総合(国保集約)システムでは、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。
・国保総合（国保集約）システムをデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラによる監視及び施錠管理を行
う。
・特定個人情報等を取扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。
・国保総合(国保集約)システムを使用して特定個人情報ファイルの複製等の操作が可能な職員を最小限に限定する。
・特定個人情報ファイルを電子記録媒体に複製する際には、不必要な複製を制限するため、事前に情報システム管理者（国保連合会）
の承認を得る。
・許可された電子記録媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずる。また、記録機能を有する機器の情報
システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。
・電子記録媒体は、媒体管理簿で管理し、保管庫に施錠保管する。電子記録媒体に保存する情報については、作業が終わる都度、速
やかに情報を消去する。保管する必要がない使用済の電子記録媒体はシュレッダーで粉砕し破棄する。

【窓口業務委託における措置】
・セキュリティカードによる個人認証により、アクセス制限とアクセスログを取得。不正なアクセスの防止と監視をする。
・情報端末（携帯電話等）及び記録媒体（USB等）の無断持ち込みを禁止し、必要な場合は事前に平塚市の許可を得た上での使用とす
る。

［医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務における措置］
・取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう医療保険者等向け中間サーバー等で制御している。
・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施
できる事務の範囲を限定している。
・アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを行う。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。
・操作ログを中間サーバーで記録している。
・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。
・契約書において当市が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供
を認めていない。
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。
・提供情報は、業務委託完了時にすべて返却又は消去する。
・医療保険者等向け中間サーバー等の運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリ
ティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
　　・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得
　　　していること
　　・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
　　・日本国内でのデータ保管を条件としていること
　　・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本
　　　方針」等による各種条件を満たしていること。
・運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共
有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切
なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

［取りまとめ機関における措置］
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得した
資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち「機関
別符号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供）」の特
定個人情報保護評価を実施している。



[

十分である

－

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

１．設置された端末では、権限を持った職員の許可がなければ情報の取り出しができないようにしてい
る。
２．違反行為を行った場合は、法の罰則規定によリ措置を講じる。
３．個人番号の盗用等が発生した場合は、番号法第7条第2項により、職権及び該当者からの申請により
個人番号の変更を行う。
４．番号法及び番号市個人情報保護条例の規定に基づき認められている特定個人情報の提供につい
て、具体的に誰に対し何の目的で提供できるかを書き出したマニュアルを整備し、マニュアル通りに特定
個人情報の提供を行う。年1度の研修、個人情報保護の理解度チェックを行い、マニュアルを理解してい
るか確認する。

[ 定めている
＜選択肢＞

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

－

[

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

] 提供・移転しない



[

[ 十分である
2） 十分である

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバーにおける措置＞
①情報照会機能により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発
行と照会内容の照会許可照合リストとの照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネット
ワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上
認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており目的外提供やセキュリティリスクに対応し
ている。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

 リスクへの対策は十分か

 リスクへの対策は十分か

3） 課題が残されている

2） 十分である

]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ] 接続しない（提供）[ ] 接続しない（入手）

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

＜中間サーバーにおける措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対
応している。
③中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合
行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
④中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
⑤中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
⑥特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏
えい等のリスクを極小化する。

[ 十分である

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバーにおける措置＞
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネット
ワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して情報提供機能により照会許可用照合リストに基
づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した
情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については、自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設
定し、特定個人情報の提供を行う際に送信内容を改めて確認し、提供を行うことでセンシティブな特定個
人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置



3） 課題が残されている

 リスクへの対策は十分か

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

 ７．特定個人情報の保管・消去

 ①事故発生時手順の策定・
周知

[ ]
1） 発生あり

発生なし

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[ 十分である

 その他の措置の内容 －

＜選択肢＞

2） 発生なし
 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

－

 再発防止策の内容 －

 その内容



１．運用における措置
①特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスクについては、随時本人確認を行い、変更があればその都度データを更新す
る。
②特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスクについては、サーバ、端末（パソコン）、記録媒体、紙文書等の情報資産を廃棄
する場合は、情報を復元できないように処置した上で廃棄する。機器リース終了による返却の場合も、同様とする。紙文書は、溶解又は
シュレッダー処分を行う。電磁的な記録媒体は、破砕処理、電磁気破壊、データ消去ソフトウエアによるデータ消去を行った上で廃棄す
る。サーバ、パソコン等情報機器については、記録装置に対し、物理破壊、磁気破壊、データ消去ソフトウエアによるデータ消去を行う。
データ消去を業者に委託した場合は、作業証明書を提出させる。

２．システムにおける措置
＜中間サーバーにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしてい
る。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。
②中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護
する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
③中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
④導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
＜共通基盤システムにおける措置＞
①各業務システム間での情報連携のために、各システムの副本データを置くものであり、各システムが自動連携するシステムであるの
で、操作者が直接アクセスすることができないシステムとなっている。
②データを抽出する場合、データ利用を希望する課は、データ主管課の許可、市民情報・相談課の承認を得た上で情報政策課へ依頼
し、情報政策課が抽出作業を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
共通基盤システムを経由した各業務システムと中間サーバーとの連携を行うものである。このシステムは、完全自動化されている為、職
員等が直接アクセスすることはできなくなっている。また、操作ログを保管する機能を有している。

＜業務端末における措置＞
①端末毎に、ローカルデータの書き込み禁止、USBメモリ等へのデータの書き込み禁止の制御を行っている。
②業務上USBメモリ等によるデータの移動が必要な場合も、システムにて登録した上で使用できるよう制御している。また、ファイル毎の
操作ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒体の使用については、保険年金課において電磁的記録媒体利用簿で管理、使用
状況の把握を徹底し、使用後は都度、速やかに情報を消去した上で保管庫に施錠保管する。

＜国保総合PCにおける措置＞
①特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスクについては、国保総合PCに登録した情報はサーバにのみ保存され、国保総
合PCの端末に保存されることはなく、国保総合PCの端末から国保総合(国保集約)システムの個人番号(特定個人情報ファイル)を操作
することはできない仕組みとしている。また、国保総合PCに登録した情報については被保険者の住所異動等が発生する都度更新して
いるため、特定個人情報が古い情報のまま保存され続けるリスクはない。
②特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスクについては、国保総合PCに登録した情報はサーバにのみ保存され、国保総合
PCの端末に保存されることはなく、国保総合PCの端末から国保総合(国保集約)システムの個人番号(特定個人情報ファイル)を操作す
ることはできない仕組みとしている。また、国保総合PCに登録した情報については被保険者の住所異動等が発生する都度更新してい
るため、特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスクはない。
③当市と国保総合（国保集約）システムとで情報連携をする場合、国保総合PC上に一時ファイルが作成されるが、ファイル転送の終了
後には自動で削除される。
④国保総合PCで使用できる外部媒体は、情報システム管理者（当市）が使用許可したもののみ使用可能とする。
⑤国保総合PCには、ウイルス対策ソフトを導入、パターンファイルの更新を行い、不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入し
ている。
⑥ＯＳ等にはセキュリティパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。

［取りまとめ機関における措置］
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得した
資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち「機関
別符号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供）」の特
定個人情報保護評価を実施している。

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置



・庁内において、新採用職員研修、個人情報保護に関する研修会、情報セキュリティに関する説明会を
実施し、職員への周知・啓発を図っている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテ
ラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を
実現する。

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得した
資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち「機関
別符号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供）」の特
定個人情報保護評価を実施している。

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

] 自己点検 ] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている

○

 １０．その他のリスク対策

 ８．監査

 実施の有無

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発



 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和6年11月1日

 ①連絡先
平塚市　健康・こども部　保険年金課
〒２５４－８６８６　神奈川県平塚市浅間町９番１号
電話番号（０４６３）２１－８７７６

 ②対応方法 問い合せを受け付けた際には対応内容につき記録を残す。

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
平塚市 市民部 市民情報・相談課 情報公開担当
〒２５４－８６８６　神奈川県平塚市浅間町９番１号
電話番号（０４６３）２１－８７６４

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

Ⅴ　評価実施手続

－

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①方法 ―

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間 ―

―

 ②方法 ―

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日 ―

―

 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる



平成29年3月24日

平成29年3月24日

（別添２）変更箇所
提出時期に係る説明

Ⅰ関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、１７、２６、２７、３０、３１、３３、３９、４２、４
６、５８、６２、８０、８７、９３，１０６項）

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
１、３３、３９、４２、４３、４４、４５、４６、５３、５８、
６２、７８、８０、８７、９３、９７、１０６、１０９、１２０
項）

事前

当課から提供する特定個人情
報に追加があることが判明し
たため。情報提供ネットワーク
システム改修前のため提出時
期は事前とする。

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

平成28年10月7日

平成28年10月7日

平成28年10月7日

項目

当課から提供する特定個人情
報に追加があることが判明し
たため。情報提供ネットワーク
システム改修前のため提出時
期は事前とする。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１～６
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第２に関する記載
平塚市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例（第３条２）

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

［○］提供を行っている（１８）件
［○］提供を行っている（２７）件
提供先２０～２７を追加

事前

次期国保総合システム及び国保情報集約シス
テム（以下「国保総合（国保集約）システム
（※）」という。）
※国保総合（国保集約）システムは、神奈川県
国民健康保険団体連合会（以下、「国保連合
会」という。）に設置される国保総合（国保集約）
システムサーバ群と、市区町村に設置される国
保総合ＰＣで構成される。

事前

事後

平成２８年１月１日に平塚市行
政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等
に関する条例が施行されたた
め。
重要な変更に該当しない。

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

「追加記載」

⑭神奈川県国民健康保険団体連合会で実施す
る療養給付の審査・支払等に付随する資格継
続業務と高額療養費（以下、この評価書におい
ては「高額」という。）多数該当の引き継ぎ業務

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５
①システムの名称

「追加記載」



平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元

その他（医療保険者）
その他（医療保険者、神奈川県国民健康保険
団体連合会）

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５
②システムの機能

「追加記載」

１．資格継続業務
（１）被保険者異動情報（資格情報（世帯）ファイ
ル、資格情報（個人）ファイル）の送信
市区町村の国保総合ＰＣのファイル転送機能
（※）を用いて、被保険者資格異動に関する
データを市区町村から国保連合会へ送信する。
（２）被保険情報の受信（国保資格取得喪失年
月日連携ファイル、市町村被保険ＩＤ連携ファイ
ル）
都道府県内の市区町村間を転居した場合、転
出市区町村と転入市区町村の適用終了日（転
出）と適用開始日（転入）の重複・空白期間を
チェックする。
また、資格取得年月日や資格喪失年月日の引
き継ぎを行い、該当市区町村の国保総合ＰＣへ
被保険者資格データを送信する。
２．高額該当回数の引き継ぎ業務
（１）継続候補世帯の抽出（継続候補世帯リスト）
市区町村の国保総合ＰＣのオンライン処理機能
を用いて、世帯継続性の容認に関するデータを
転入地市区町村から国保連合会へ送信する。
（２）継続世帯の確定（継続世帯確定リスト）
転入地市区町村が世帯継続性を認めた場合に
は、転出地市区町村から転入地市区町村へ高
額該当情報を引き継ぐためのデータ（転出地市
区町村高額該当情報データ）を作成し、転入地
市区町村の国保総合ＰＣへ該当データを配信す
る。
※ファイル転送機能とは、市区町村の国保総合
ＰＣのwebブラウザーを用いて、各種ファイルを
国保連合会の国保総合（国保集約）システムへ
送信する機能と、国保連合会の国保総合（国保
集約）システムサーバ内に格納されてる圧縮
ファイルや帳票などを、市区町村の国保総合Ｐ
Ｃに配信する機能のことをいう。

事前



平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
③委託先名

「追加記載」 神奈川県国民健康保険団体連合会 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
②委託先における取扱者数

「追加記載」 ［10人以上50人未満］ 事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
①委託内容

「追加記載」

・療養給付の審査・支払等に付随する業務とし
て、都道府県単位で管理することとなる資格情
報の管理（資格継続業務）と、同一都道府県内
で転居があった場合における高額療養費の多
数該当を通算するための同一世帯判定に必要
な情報等の管理（高額該当回数の引き継ぎ業
務）を委託する。（国保情報集約システムを使
用）
・なお、療養給付等の審査・支払業務そのもの
には、個人番号を用いない。

事前

「追加記載」
資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務
に関する市町村保険者事務共同処理業務

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

（４件） （５件） 事前

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

専用線［　○　］ 事前

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③使用目的

国民健康保険資格情報の管理、国民健康保険
保険税の賦課業務

適正な国民健康保険の資格・賦課・徴収・給付
に関する業務を行うため。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

専用線［　　　］
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平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの委
託
委託事項５
再委託
⑥再委託事項

「追加記載」

資格継続業務、高額療養費多数該当の引き継
ぎ業務で使用する国保総合（国保集約）システ
ムに関する運用の一部（バッチ処理パラメータ
の入力、バッチ処理の実行、バックアップデータ
の取得と保管、システム障害発生時の復旧作
業支援、各種マスターメンテナンス、外字作成・
登録）など。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
再委託
⑤再委託の許諾方法

「追加記載」

番号法第１０条第１項において、再委託につい
ては委託元の許諾を得た場合に認められること
から、平塚市では、委託契約を行う際に再委託
を原則禁止とした上で、再委託を行う場合に
は、委託先から再委託先の商号又は名称、住
所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、
再委託先に関する業務の履行能力、再委託予
定金額等及びその他平塚市個人情報保護条例
及び個人情報管理規程等で委託先に求めるべ
きとされる情報について記載した書面による再
委託申請及び再委託に関する履行体制の提出
を受けることとする。加えて、委託先と再委託先
が秘密保持に関する契約を締約することなど、
再委託先における安全管理措置を確認し、適当
と認められる場合にのみ、決裁等必要な手続き
を経た上で再委託を許諾する。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
再委託
④再委託の有無

「追加記載」 ［再委託する］ 事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。



平成29年3月24日

平成29年3月24日

Ⅲ リスク対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク：目的外の入手が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

「追加記載」

＜業務端末における措置＞
①端末毎に、ローカルデータの書き込み禁止、
USBメモリ等へのデータの書き込み禁止の制御
を行っている。
②業務上USBメモリ等によるデータの移動が必
要な場合も、システムにて登録した上で使用で
きるよう制御している。また、ファイル毎の操作
ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒
体の使用については、保険年金課において電
磁的記録媒体利用簿で管理、使用状況の把握
を徹底し、使用後は都度、速やかに情報を消去
した上で保管庫に施錠保管する。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
①入手元は、国保連合会の国保総合（国保集
約）システムに限定されており、配信されるデー
タは国保連合会において、関連性や妥当性及
び整合性の確認が行われていることが前提とな
る。また、あらかじめ指定されたインタフェースに
よって配信されることが前提となるため、その定
義に従った項目(法令等で定められた範囲)でな
いと、国保連合会の国保総合(国保集約)システ
ムからデータ配信ができない仕組みとなってい
ることから、必要な情報以外を入手することはな
い。
②国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結
果を表示する画面には、個人番号を表示しない
ことによって、誤った対象者に関する特定個人
情報の入手を防止している。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅲ リスク対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

「追加記載」 ＜国保総合ＰＣにおける措置＞を追加記載 事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。



平成29年3月24日

Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
リスクに対する措置の内容

「追加記載」

＜業務端末における措置＞
①端末毎に、ローカルデータの書き込み禁止、
USBメモリ等へのデータの書き込み禁止の制御
を行っている。
②業務上USBメモリ等によるデータの移動が必
要な場合も、システムにて登録した上で使用で
きるよう制御している。また、ファイル毎の操作
ログを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒
体の使用については、保険年金課において電
磁的記録媒体利用簿で管理、使用状況の把握
を徹底し、使用後は都度、速やかに情報を消去
した上で保管庫に施錠保管する。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
職員等が不正にデータ抽出等できないように、
ＧＵＩによるデータ抽出機能（※）は国保総合ＰＣ
に搭載しないことにより、個人番号利用事務以
外でデータが抽出等されることはなく、事務に必
要のない情報との紐付けが行われるリスクを軽
減している。
※ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、国
民健康保険関係情報ファイルのデータベースか
ら、データの抽出条件等を画面上で簡易的な操
作で指定でき、CSV等の形式でハードディスク
等に出力する機能を指す。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。
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Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

＜共通基盤システムにおける措置＞
①共通基盤システム独自の認証システムを設
けている。業務上、この認証サーバーでは共用
IDを用いる場合があるが、画面ロックの解除に
は異なる認証システムを経由し、個人毎の認証
を行う。（予定）
②各認証システムでの権限設定において、特定
個人情報を利用する権限の付与を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①共通基盤システムを経由した各業務システム
と中間サーバーとの連携を行うものである。この
システムは、完全自動化されている為、職員等
が直接アクセスすることはできなくなっている。

＜共通基盤システムにおける措置＞
①共通基盤システム独自の認証システムを設
けている。業務上、この認証サーバーでは共用
IDを用いる場合があるが、画面ロックの解除に
は異なる認証システムを経由し、個人毎の認証
を行う。（予定）
②各認証システムでの権限設定において、特定
個人情報を利用する権限の付与を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①共通基盤システムを経由した各業務システム
と中間サーバーとの連携を行うものである。この
システムは、完全自動化されている為、職員等
が直接アクセスすることはできなくなっている。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
①国保総合PCを利用する必要がある職員を特
定し、個人ごとにユーザーIDを割り当て、パス
ワードによるユーザー認証を実施している。ま
た、離席時にはログアウトすることや、ユーザー
ID、パスワードの使い回しをしないこと、共用ID
の発行の禁止を徹底している。
②国保総合PCの各画面において、個人番号を
表示しないこととし、特定個人情報が不正に使
用されることのリスクを軽減している。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。



平成29年3月24日

平成29年3月24日

Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用
特定個人情報の使用における
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

特定個人情報ファイルが不正に複製されるリス
クへの措置
・業務端末は、特定個人情報ファイルデータが
保存されない仕組みとなっている。
・システムのバックアップデータ等は厳重に管理
し、権限を持った者のみアクセスできる。

特定個人情報ファイルが不正に複製されるリス
クへの措置
・業務端末は、特定個人情報ファイルデータが
保存されない仕組みとなっている。
・システムのバックアップデータ等は厳重に管理
し、権限を持った者のみアクセスできる。

＜国保総合ＰＣにおける措置＞
職員等が不正にデータ抽出等できないように、
ＧＵＩによるデータ抽出機能（※）は国保総合ＰＣ
に搭載しないことにより、個人番号利用事務以
外でデータが抽出等されることはなく、不正に複
製されるリスクを軽減している。
※ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、国
民健康保険関係情報ファイルのデータベースか
ら、データの抽出条件等を画面上で簡易的な操
作で指定でき、CSV等の形式でハードディスク
等に出力する機能を指す。

（参考）国保総合PCと既存の国民健康保険シス
テムとの間の情報の授受において使用するＵＳ
Ｂメモリ等については、次の措置を講じる。
業務上USBメモリ等によるデータの移動が必要
な場合も、システムにて登録した上で使用でき
るよう制御している。また、ファイル毎の操作ロ
グを取得している。そして、ＵＳＢメモリ等の媒体
の使用については、権限を付与された最小限の
職員だけが取り扱うように限定し、保険年金課
において電磁的記録媒体利用簿で管理、使用
状況の把握を徹底し、使用後は都度、速やかに
情報を消去した上で保管庫に施錠保管する。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
リスク：委託先における不正使
用等のリスク
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保

［再委託していない］ ［十分に行っている］ 事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。



平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年4月1日

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
リスク：委託先における不正使
用等のリスク
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保
具体的な方法

―
委託契約書で、再委託先事業者においても受
注者が負うべき義務を同様に負うことを規定し
ている。

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

― 「追加記載」 事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
特定個人情報の保管・消去に
おけるその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

「追加記載」 ＜業務端末における措置＞の変更及び
＜国保総合PCにおける措置＞を追加記載

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う重要な変
更である。

Ⅴ　評価実施手続き
１．基礎項目評価
①　実施日

2016/10/17 2017/1/10 事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

（別紙１）特定個人情報ファイ
ル記録項目

「追加記載」

（市町村）被保険者資格情報等
被保険者証記号・証番号,国保世帯番号,宛名番
号,個人番号,市町村被保険者ＩＤ,郵便番号,住
所,電話番号,氏名（漢字,カナ）,通称名（漢字,カ
ナ）,生年月日,性,続柄,国保適用開始日・届出
日・事由,国保適用終了日・届出日・事由,個人異
動の異動日・届出日・事由,学遠区分,施設入所
区分,原爆区分,被保証等の交付日・有効期限・
発行期日・一部負担金割合・回収日・回収事由,
限度額適用区分,長期入院該当日,事項負担限
度額,認定疾病名コード,減免等証明区分・証明
開始日・終了日

事前
平成３０年度からの国民健康
保険制度改革に伴う変更であ
り、任意に事前に提出する。

Ⅰ基本情報
６．評価実施機関における担
当部署
②所属長

保険年金課長　古矢　守 保険年金課長　春原　昭彦 事後 人事異動に伴う変更である。



平成29年11月30日

平成29年11月30日

平成31年4月1日

平成31年4月1日

平成29年4月28日

Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

＜共通基盤システムにおける措置＞
①共通基盤システム独自の認証システムを設
けている。業務上、この認証サーバーでは共用
IDを用いる場合があるが、画面ロックの解除に
は異なる認証システムを経由し、個人毎の認証
を行う。（予定）

＜共通基盤システムにおける措置＞
①共通基盤システム独自の認証システムを設
けている。業務上、この認証サーバーでは共用
IDを用いる場合があるが、画面ロックの解除に
は異なる認証システムを経由し、個人毎の認証
を行う。

事後

特定個人情報保護評価書を
公表する前は、共通基盤シス
テムにおける措置が確定して
いなかったが、特定個人情報
の使用が始まり、予定通り共
通基盤システムにおける措置
を行っているため、①の（予
定）という文言を削除

Ⅰ基本情報
５．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
１、３３、３９、４２、４３、４４、４５、４６、５３、５８、
６２、７８、８０、８７、９３、９７、１０６、１０９、１２０
項）

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
１、３３、３９、４２、４３、４４、４５、４６、５３、５８、
６２、７８、８０、８７、９３、９７、１０６、１０９、１１９
項）

事後

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用
等に関する法律第１９条第７
号　別表第２の改正により、法
令上の根拠の変更。本項目の
変更については、重要な変更
に該当しない。

添付資料
（Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　提供先・移転先２１以
降）
提供先２７
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第２（第１２０項） 番号法第１９条第７号　別表第２（第１１９項） 事後

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用
等に関する法律第１９条第７
号　別表第２の改正により、法
令上の根拠の変更。本項目の
変更については、重要な変更
に該当しない。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２

国民健康保険証の一斉更新について
国民健康保険被保険者証（高齢受給者証）の一
斉更新について

事前
保険証の一体化に伴う名称変
更であり、軽微な変更である。

Ⅰ基本情報
４　個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第１（第１６項、第３０
項）

・番号法第９条第１項　別表第１（第１６項、第３
０項）
・番号法別表第１の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（第１６条及び第２４条）（平成
２６年内閣府・総務省令第５号）

事後 主務省令の追加記載



平成31年4月1日

令和1年6月7日

令和1年6月7日

令和1年6月7日

Ⅰ基本情報
５　情報提供ネットワークシス
テムの情報連携
②　法令上の根拠

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
１、３３、３９、４２、４３、４４、４５、４６、５３、５８、
６２、７８、８０、８７、９３、９７、１０６、１０９、１１９
項）

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
番号法第１９条第７号　別表第２（第２７、４２、４
３、４４、４５項）

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
・番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
１、３３、３９、４２、４６、５８、６２、７８、８０、８７、
９３、９７、１０６、１０９、１１９項）

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
・番号法第１９条第７号　別表第２（第２７、４２、
４３、４４、４５項）

事後

（特定個人情報の提供ができ
る根拠規定）
番号法第１９条第７号別表第２
（第４３，４４，４５、５３項）の削
除（リスク低下）

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

（５件） （６件） 事前
平成３１年９月より窓口業務の
外部委託を開始することに伴
う重要な変更である。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項６
①委託内容
②委託先における取扱者数
③委託先名
④再委託の有無

「追加記載」

窓口業務の包括的業務委託
窓口における各種届書及び申請書の受付、各
種証明書等の作成及び引渡し並びに窓口案内
等に関する業務
10人以上50人未満
パーソルテンプスタッフ株式会社　神奈川営業
部
再委託しない

事前
平成３１年９月より窓口業務の
外部委託を開始することに伴
う重要な変更である。

Ⅲリスク対策
４　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
リスク：委託先における不正な
使用等におけるリスク
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
規定の内容

① 秘密保持義務
② 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁
止
③ 特定個人情報の目的外利用の禁止
④ 再委託の禁止
⑤ 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責
任
⑥ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又
は廃棄
⑦ 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
⑧ 従業者に対する監督・教育、契約内容の遵
守状況について報告を求める規定
⑨ 実施機関において必要があると認めるとき
は、委託先に対して実地の調査
（立入検査）を行うことができる

① 秘密保持義務
② 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁
止
③ 特定個人情報の目的外利用の禁止
④ 再委託の禁止
⑤ 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責
任
⑥ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又
は廃棄
⑦ 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
⑧ 従業者に対する監督・教育、契約内容の遵
守状況について報告を求める規定
⑨ 実施機関において必要があると認めるとき
は、委託先に対して実地の調査
（立入検査）を行うことができる
⑩情報機器等の持ち込み制限

事前
平成３１年９月より窓口業務の
外部委託を開始することに伴
う重要な変更である。



令和1年6月7日

令和1年8月8日

令和1年8月8日

令和1年8月8日

令和1年6月7日

Ⅲリスク対策
４　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
リスク：委託先における不正な
使用等におけるリスク
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

【国保連合会における措置】

【国保連合会における措置】

【窓口業務委託における措置】
・セキュリティカードによる個人認証により、アク
セス制限とアクセスログを取得。不正なアクセス
の防止と監視をする。
・情報端末（携帯電話等）及び記録媒体（USB
等）の無断持ち込みを禁止し、必要な場合は事
前に平塚市の許可を得た上での使用とする。

事前
平成３１年９月より窓口業務の
外部委託を開始することに伴
う重要な変更である。

Ⅴ評価実施手続き
１．基礎項目評価
①　実施日

2017/1/10 2019/4/10 事前

平成３１年９月より窓口業務の
外部委託を開始することに伴
う変更であり、任意に事前に
提出する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

（６件） （７件） 事前

令和２年４月から新システム
への変更にあたり、システム
導入作業委託が追加となるこ
とに伴う重要な変更である。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項７
①委託内容
②委託先における取扱者数
③委託先名
④再委託の有無

「追加記載」

国保標準システム導入作業委託
市町村事務処理標準システム導入にかかるシ
ステム構築や各システムとの連携、データ移行
等業務委託
10人以上50人未満
株式会社日立システムズ神奈川支店
再委託しない

事前

令和２年４月から新システム
への変更にあたり、システム
導入作業委託が追加となるこ
とに伴う重要な変更である。

Ⅴ評価実施手続き
１．基礎項目評価
①　実施日

2019/4/10 2019/6/10 事前

令和２年４月から新システム
への変更にあたり、システム
導入作業委託が追加となるこ
とに伴う変更であり、任意に事
前に提出する。



令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

「追加記載」

＜オンライン資格確認等システム稼働に向けた
準備としての資格履歴管理事務、機関別符号
の取得等事務（以下「オンライン資格確認の準
備業務」という。）＞
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、国保連合会から
委託を受けた国保中央会が、当市からの委託
を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等に
おける資格履歴管理事務｣を行うために、当市
から被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽
出し、国保連合会を経由して医療保険者等向け
中間サーバー等へ被保険者資格情報の提供を
行う。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、支払基金が、当
市からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間
サーバー等における機関別符号取得等事務｣を
行うために、情報提供等記録開示システムの自
己情報表示業務機能を利用して、当市から提供
した被保険者資格情報とオンライン資格確認等
システムで管理している情報とを紐付けるため
に機関別符号の取得並びに紐付け情報の提供
を行う。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

「追加記載」

｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図る
ための健康保険法等の一部を改正する法律｣に
よりオンライン資格確認のしくみの導入を行うと
されたことと、当該しくみのような、他の医療保
険者等と共同して｢被保険者等に係る情報の収
集または整理に関する事務｣及び｢被保険者等
に係る情報の利用または提供に関する事務｣を
｢国民健康保険団体連合会(以下｢国保連合会｣
という。)または社会保険診療報酬支払基金(以
下｢支払基金｣という。)｣(以下｢支払基金等｣とい
う。)に委託することができる旨の規定が国民健
康保険法に盛り込まれていることを踏まえ、オン
ライン資格確認等システムへの資格情報の提
供に係る加入者等の資格履歴情報の管理、機
関別符号の取得、及び一部の情報提供につい
て共同して支払基金等に委託することとし、国
保連合会から再委託を受けた国民健康保険中
央会(以下｢国保中央会｣という。)及び支払基金
（以下「取りまとめ機関」という。）が、医療保険
者等向け中間サーバー等の運営を共同して行
う。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。



令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６
①システムの名称

「追加記載」 医療保険者等向け中間サーバー等 事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５
②システムの機能

「追加記載」

３．オンライン資格確認の準備のための医療保
険者等向け中間サーバー等への被保険者異動
情
　　報の提供　(詳細は別添３を参照)
　(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイ
ル、資格情報(個人)ファイル)の送信
　　　市区町村の国保総合PCのファイル転送機
能(＊)を用いて、被保険者資格異動に関する
データを
　　市区町村から国保連合会へ送信する。
　(2)医療保険者等向け中間サーバー等への被
保険者異動情報の送信
　　　オンライン資格確認等システムで被保険者
等の資格情報を利用するため、国保連合会は、
　　市区町村より受領した被保険者異動情報に
関するデータを医療保険者等向け中間サー
バー等
　　へ被保険者異動情報を送信する。

＊ファイル転送機能とは、市区町村の国保総合
PCのWebブラウザーを用いて、各種ファイルを
国保連合会の国保総合(国保集約)システムへ
送信する機能と、国保連合会の国保総合(国保
集約)システムサーバ内に格納されている各種
ファイルや帳票などを、市区町村の国保総合PC
に配信する機能のことをいう。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。



令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６
②システムの機能

「追加記載」

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本4情報（又
はその一部）、資格情報及び各種証情報（個
　　人番号含む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得
した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格
　　納する(※1)。
（ⅱ）オンライン資格確認等システムへの資格情
報の提供(個人番号を用いないため評価対象
外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンラ
イン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個人
情報保護評価を実施するため当評価の対象
外。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６
②システムの機能

「追加記載」

｢医療保険者等向け中間サーバー等｣は、医療
保険者等全体または医療保険制度横断で資格
管
理等を行う際に必要となるシステムであり、(1)
資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供
ネット
ワークシステムを通じた情報照会・提供事務に
係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構
に
対して住民基本台帳ネットワークシステムを通じ
て機構保存本人確認情報の提供を求める機能
（以下「本人確認事務に係る機能」という。）を有
する。
医療保険者等向け中間サーバー等は、取りまと
め機関が運営する。

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務に
係る機能のうち情報照会及び情報提供、本人
確認事務に係る機能については、｢地方公共団
体
における情報連携プラットフォームに係る中間
サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用するた
め、
「医療保険者等向け中間サーバー等｣では、情

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。



令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６
②システムの機能

「追加記載」

(3)本人確認事務に係る機能
(ⅰ)個人番号取得 及び (ⅱ)基本4情報取得(実
施しないため評価対象外)
　・市区町村国保による情報提供（副本情報）
は、｢地方公共団体における情報連携プラット
フォームに係る中間サーバー(自治体中間サー
バー)｣を経由して情報提供ネットワークシステム
と接続するため、医療保険者等向け中間サー
バー等では行わない。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６
②システムの機能

「追加記載」

(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報
照会・提供事務に係る機能
（ⅰ）機関別符号取得(※2)(評価対象外)
　・医療保険者等からの符号取得要求を受領
後、システムの自動処理により、符号取得要
　　求ファイルを生成し、情報提供サーバーに転
送する。
　・支払基金職員が情報提供サーバーアプリ
ケーションを操作すること
　　で、情報提供ネットワークシステムから機関
別符号を取得し、機関別符号ファイルに格
　　納する。
（ⅱ）情報照会 及び (ⅲ)情報提供（副本情報）
(実施しないため評価対象外)
　・市区町村国保による情報提供（副本情報）
は、｢地方公共団体における情報連携プラット
　　フォームに係る中間サーバー(自治体中間
サーバー)｣を経由して情報提供ネットワーク
　　システムと接続するため、医療保険者等向
け中間サーバー等では行わない。
(ⅳ)情報提供（オンライン資格確認等システムで
管理している情報と紐付けるために使用
　する情報の提供）(※2)(評価対象外)
　・マイナポータルからの自己情報開示の求め
を受け付け、システムの自動処理により、
　　運用支援環境において被保険者等を特定
し、資格履歴ファイルからオンライン資格確
　　認等システムで管理している情報と紐付ける
ために使用する情報（個人番号は含まな
　　い。）を提供する。
※2 当該機能については支払基金が特定個人
情報保護評価を実施するため当評価の対象
外。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。



令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
②委託先における取り扱い者
数

10人未満 10人以上50人未満 事後

令和2年4月からのシステムへ
の切り替えに伴う変更であり、
運用が開始されているため、
提出する。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１

「追加記載」 当初納税通知書作成について 事後

令和2年4月から契約の国民
健康保険税納税通知書発送
準備業務の受託者が変わった
ことに関する変更であり、運用
が開始されているため。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
①委託内容

「追加記載」 年度当初の納税通知書の作成 事後

令和2年4月から契約の国民
健康保険税納税通知書発送
準備業務の受託者が変わった
ことに関する変更であり、運用
が開始されているため。

令和2年6月1日 （別添３）事務内容② 「追加記載」 B．国民健康保険の業務委託とシステムの関係 事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

（７件） （８件） 事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
５．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

「追加記載」

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情
報連携のためではなくオンライン資格確認の準
備
　として機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日 （別添３）事務内容① 「追加記載」
A．市区町村事務処理標準システムと市区町村
の国民健康保険事務および関連システムとの
関係

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅰ基本情報
４．個人番号の利用
法令上の根拠

「追加記載」

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法　第9条第1項（利用範囲）
　別表第1　項番30
・番号利用法別表第1の主務省令で定める事務
を定める命令 第24条
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。



令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項８

「新規記載」
委託事項８
医療保険者等向け中間サーバー等における資
格履歴管理事務

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項９

「新規記載」
委託事項９
医療保険者等向け中間サーバー等における機
関別符号取得等事務

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
①委託内容

「追加記載」

・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するため、国保連合会は、市
区町村より受領した被保険者資格異動に関す
るデータを編集し、｢医療保険者等向け中間
サーバー等｣へ送信、登録を行う。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項７

国保標準システム導入作業委託 （終了）国保標準システム導入作業委託 事後
令和2年4月からのシステムへ
の切り替え作業が完了となっ
たため、提出する。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２

当初納税通知書作成について 「記載削除」 事後

令和2年4月から契約の国民
健康保険税納税通知書発送
準備業務の受託者が変わった
ことに関する変更であり、運用
が開始されているため。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２
①委託内容

年度当初の納税通知書の作成 「記載削除」 事後

令和２年４月から契約の国民
健康保険税納税通知書発送
準備業務の受託者が変わった
ことに関する変更であり、運用
が開始されているため。

令和2年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
③委託先名

日本電子計算株式会社 株式会社日立システムズ神奈川支店部 事後

令和2年4月からのシステムへ
の切り替えに伴う変更であり、
運用が開始されているため、
提出する。



令和2年6月1日

Ⅲリスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
リスク：委託先における不正な
使用等のリスク
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

「追加記載」

［取りまとめ機関における措置］
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務」のうち「運用支
援環境において、委託区画から取得した資格情
報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業
務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じ
た情報照会・提供事務」のうち「機関別符号取得
業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等
システムで管理している情報と紐付けるために
使用する情報の提供）」の特定個人情報保護評
価を実施している。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日 （別添１）ファイル記録項目 「追加記載」

〇｢オンライン資格確認の準備のための医療保
険者等向け中間サーバー等への被保険者異動
情報の提供｣業務を実施するために、以下の項
目を追加する。
・被保険者証記号および被保険者証番号ごとに
付番した枝番(個人を識別する２桁の番号)
　・券面記載の被保険者証記号
　・券面記載の被保険者証番号
　・券面記載の氏名（漢字）
　・券面記載の氏名（漢字）の読み仮名
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢
字）
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢
字）の読み仮名
　・被保険者証裏面への性別記載の有無
　・ＤＶ被害者等に関する自己情報不開示の申
し出の有無
　・自己負担限度額が変更となった場合、また
は治癒により証を回収した場合の回収の理由
が発生した日

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅲリスク対策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
具体的な管理方法

「追加記載」
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は
使わず、推測されにくいものを使用する。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
いより厳格に個人情報を管理
するための変更であり、事前
に提出する。



令和2年6月1日
Ⅲリスク対策
１０．その他のリスク対策

「追加記載」

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務」のうち「運用支
援環境において、委託区画から取得した資格情
報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業
務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じ
た情報照会・提供事務」のうち「機関別符号取得
業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等
システムで管理している情報と紐付けるために
使用する情報の提供）」の特定個人情報保護評
価を実施している。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。

令和2年6月1日

Ⅴ評価実施手続
２．基礎項目評価
①実施日

令和元年6月10日 2020/4/10 事後
令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、提出する。

令和2年6月1日

Ⅲリスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
特定個人情報の保管・消去に
おけるその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

「追加記載」

［取りまとめ機関における措置］
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務」のうち「運用支
援環境において、委託区画から取得した資格情
報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業
務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じ
た情報照会・提供事務」のうち「機関別符号取得
業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等
システムで管理している情報と紐付けるために
使用する情報の提供）」の特定個人情報保護評
価を実施している。

事前

令和3年3月からのオンライン
資格確認等システム稼働に伴
う変更であり、事前に提出す
る。



令和4年4月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
委託事項２
⓶委託先における取扱者数
③委託先名

10人未満
（株）イセトー

10人以上50人未満
株式会社日立システムズ神奈川支店

事後

令和3年4月から契約の被保
険者（短期証、資格者証除く）
に対し有効期限を更新した保
険証の作成
業務の受託者が変わったこと
に関する変更であり、運用が
開始されているため。

令和3年11月9日

Ⅰ基本情報
５．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
・番号法第１９条第７号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
１、３３、３９、４２、４６、５８、６２、７８、８０、８７、
９３、９７、１０６、１０９、１１９項）
・番号法別表第２の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（第１条、２条、３条、４条、５
条、９条、１０条の２、１２条の３、１５条、１９条、
２０条、２２条、２２条の２、２４条の２、３１条の
２、３３条、４１条の２、４３条、４４条、４６条、４９
条、５３条、５５条の２、５９条の３）
※別表２第３０項と４６項に係る主務省令は未制
定

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
・番号法第１９条第７号　別表第２（第２７、４２、
４３、４４、４５項）
・番号法別表第２の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（第２０条、２５条、２５条の２、
２６条）
※別表２第４５項に係る主務省令は未制定

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情
報連携のためではなくオンライン資格確認の準
備
　として機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

（特定個人情報の提供ができる根拠規定）
・番号法第１９条第８号　別表第２（第１、２、３、
４，５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０、３
３、３９、４２、４６、５８、６２、７８、８０、８７、９３、
９７、１０６、１０９、１２０項）
・番号法別表第２の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（第１条、２条、３条、４条、５
条、９条、１０条の２、１２条の３、１５条、１９条、
２０条、２２条、２２条の２、２４条の２、３１条の
２、３３条、４１条の２、４３条、４４条、４６条、４９
条、５３条、５５条の２、５９条の３）
※別表２第３０項と４６項に係る主務省令は未制
定

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
・番号法第１９条第８号　別表第２（第２７、４２、
４３、４４、４５項）
・番号法別表第２の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（第２０条、２５条、２５条の２、
２６条）
※別表２第４５項に係る主務省令は未制定

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情
報連携のためではなくオンライン資格確認の準
備
　として機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

事後

（特定個人情報の提供ができ
る根拠規定）
（特定個人情報の照会ができ
る根拠規定）
・番号法第１９条改正により、
法令上の根拠の変更。
番号法第１９条第７号→番号
法第１９条第８号
・見直しによる変更。
別表第２（１１９項）→別表第２
（１２０項）

（特定個人情報の提供ができ
る根拠規定）
・見直しによる削除。
番号法第１９条第８号別表第２
（第３１項）の削除（リスク低
下）

本項目の変更については、重
要な変更に該当しない。

令和3年11月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先１～提供先２７
①法令上の根拠

番号法第１９条７号 番号法第１９条８号 事後

・番号法第１９条改正により、
法令上の根拠の変更。
本項目の変更については、重
要な変更に該当しない。



令和4年11月17日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
④記録される項目
その他妥当性

「追加記載」
・公金受取口座情報：国民健康保険制度におけ
る給付、各種支給事業及び国民健康保険税
（料）の還付を行うために保有。

事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）

令和4年11月17日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元

[○] 地方公共団体・地方独立行政法人（他市町
村、後期高齢者医療広域連合）

[○] 地方公共団体・地方独立行政法人（他市町
村、後期高齢者医療広域連合、デジタル庁）

事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）

令和4年11月17日 （別添３）事務内容① 「追加記載」
A．市区町村事務処理標準システムと市区町村
の国民健康保険事務および関連システムとの
関係

事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）

令和4年11月17日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
④記録される項目
主な記録項目

「追加記載」 [○] その他（公金受取口座情報） 事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）

令和4年11月17日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

「追加記載」
⑮公金給付を実施するための公金受取口座情
報の取得

事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）



令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０

(クラウドに関する記載なしのため追加記載)
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務及びシステム運用事務

事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。

令和4年11月17日
（別紙１）特定個人情報ファイ
ル記録項目

「追加記載」
○公金受取口座を活用した公金給付業務の実
施をするため、以下の項目を追加する。
　・口座情報

事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報
 ５．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携 ※
｢②法令上の根拠｣

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
・番号法第１９条第８号　別表第２（第２７、４２、
４３、４４、４５項）

（特定個人情報の照会ができる根拠規定）
・番号法第１９条第８号　別表第２（第２７、４２、
４３、４４、４５、１２１項）

事後

・(理由)現時点までの番号法
の条文ズレを見直して記載し
た。
・(理由)公金受取口座登録制
度が開始されることで、同口座
情報に関して情報提供ネット
ワークシステムを利用し、デジ
タル庁の公的給付支給等口座
登録簿の副本情報を照会する
ことが必要になるために、｢
121｣を追記した。

令和4年11月17日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤使用方法

②賦課徴収に関する事務 ②賦課徴収、還付に関する事務 事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）

令和4年11月17日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤使用方法
情報の突合

「追加記載」
(４)定期的な還付や保険給付・支給等を行う場
合、公金受取口座の変更が行われていないか
必要に応じて確認を行う。【上記②、④】

事前

令和5年1月から公金受取口
座を活用した公金給付業務の
運用が開始されるため。（中間
サーバに登録されている公金
口座情報を取得するが本人同
意に基づく取得であり、漏洩等
のリスクの変動はなし。）



令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０
再委託
④再委託の有無

(クラウドに関する記載なしのため追加記載) 再委託する 事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。

令和5年9月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０
①委託内容

(クラウドに関する記載なしのため追加記載)

国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務(アプリケーション改修、データ
パッチ実施等)及びシステム運用事務(バック
アップ取得、システム障害等発生時のデータ復
旧等)

事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。

令和5年9月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０
 ③委託先名

(クラウドに関する記載なしのため追加記載)
神奈川県国保連合会
(神奈川県国保連合会は、国保中央会に再委託
する)

事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０
①委託内容

(クラウドに関する記載なしのため追加記載)

国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務(アプリケーション改修、データ
パッチ実施等)及びシステム運用事務(バック
アップ取得、システム障害等発生時のデータ復
旧等)

事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。



令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの委
託
委託事項１０
再委託
⑥再委託事項

(クラウドに関する記載なしのため追加記載)
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務及びシステム運用事務の全て

事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０
再委託
⑤再委託の許諾方法

(クラウドに関する記載なしのため追加記載)

委託先の神奈川県国民健康保険団体連合会か
ら再委託先の商号又は名称、住所、再委託する
理由、
再委託する業務の範囲、再委託する業務及び
取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に
係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り
調査に係る要件、その他当市が求める情報
について記載した書面による再委託申請及び
再委託に係る履行体制図(委託先による再委
託先に対する監督体制を含む。)の提出を受
け、神奈川県国民健康保険団体連合会と再委
託先が秘密保持に関する契約を締結しているこ
と等、再委託先における安全管理措置を確
認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を
許諾する(再委託先が更に再委託する場合
も同様とする。)。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業
者が保有・管理する環境に設置する場合、
設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者
が実施することになるため、クラウド事業者
は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証
及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されているこ
とが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラ
ウドサービスの利用に係る基本方針」等に
　よる各種条件を満たしていること。
・クラウド事業者が提供するクラウドサービス
は、政府情報システムのためのセキュリティ
　評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリ
ストに掲載されているものとする。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業
者が保有・管理する環境に設置する場合、
開発者および運用者は、クラウド事業者が提示

事前

(理由)国保総合(国保集約)シ
ステムがクラウドサービス事
業者に求めるセキュリティ要
求について、医療保険者中間
サーバー、後期高齢者医療広
域連合標準システムの前例に
倣って記載をした。



令和6年5月16日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
保管場所

１．運用における措置
①国民健康保険システムのサーバーは耐震・
耐火・耐水の対策を施したサーバー室に設置し
ている。
②サーバー室の入退室には認証システム、監
視カメラを用いており、厳重に管理されている。
またサーバーラックの鍵には鍵管理システムを
用いており、更にセキュリティレベルを厳重にし
管理している。
③サーバーへのアクセスはID／パスワードによ
る認証が必要となる。
④保存されたデータのバックアップは委託業者
により遠隔地へ保管されているが、施錠された
専用のケーブルにて運搬し、秘密保持誓約書を
提出させている。
⑤保守作業上のデータ消去の際はデータ作業
報告書を提出させている。

１．運用における措置
①国民健康保険システムのサーバーは耐震・
耐火・耐水の対策を施した日本電子計算株式
会社のデータセンターに設置している。
②サーバー室の入退室には認証システム、監
視カメラを用いており、厳重に管理されている。
またサーバーラックの鍵は、「入館・入室申請
書」にて利用するサーバーラックの申請を事前
に行い、借用する。サーバーラック鍵の借用／
返却は「サーバーラック鍵センタ管理PHS使用
者記録表」に記録し管理を行っている。
③サーバーへのアクセスはID／パスワードによ
る認証が必要となる。
④OSイメージバックアップデータは専用の物理
機器にて保管されており、ネットワーク経由で遠
隔地へバックアップを行っている。
⑤保守作業上のデータ消去は、物理ディスクは
業者へ返却せず、データセンターで一定期間保
持し、磁気破壊と物理破壊を実施している。

事後
仮想化基盤のクラウド化によ
りデータの保管場所が変更さ
れるため。

令和6年5月16日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
委託事項１
①委託内容

再委託

国民健康保険システムの運用・保守
当初納税通知書作成について

国民健康保険情報に関する事務における特定
個人情報ファイルの一部の取扱い
年度当初の納税通知書の作成

再委託しない

国民健康保険システムの運用・保守

国民健康保険情報に関する事務における特定
個人情報ファイルの一部の取扱い

再委託する

事後

当初納税通知書に特定個人
情報の記載はないため委託内
容から削除する。
また、再委託を行うため必要
項目を記載する。

令和6年5月16日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
委託事項２
③委託先名

株式会社日立システムズ神奈川支店 株式会社イセトー横浜支店 事後

令和6年4月から契約の被保
険者（短期証、資格者証除く）
に対し有効期限を更新した保
険証の作成
業務の受託者が変わったこと
に関する変更であり、運用が
開始されているため。

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先１２

地方公務員共済組合 国民健康保険組合 事後
提供先の名称誤りが判明した
為




